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規

則

(

第
一
号)

○
福
岡
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

税

務

課)

一

告

示

(

第
十
九
号)

○
福
岡
県
が
施
工
す
る
建
設
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者

に
必
要
な
資
格
の
一
部
改
正

(

財
産
活
用
課)

五
一

福
岡
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
二
年
一
月
四
日

福
岡
県
知
事

麻

生

渡

福
岡
県
規
則
第
一
号

福
岡
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
岡
県
税
条
例
施
行
規
則

(

昭
和
三
十
年
福
岡
県
規
則
第
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

三
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

…
…
…
…
…

…
…
…
…
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第
３
号
様
式
そ
の
１
の
１
(第
６
条
関
係
)

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様
 

           
電
話
番
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
福
岡
県
 
個
人
事
業
税
納
入
済
通
知
書
 

 
 

 
 

 
 

1 c♯
 

82 
 
 

福
岡
県
 
個
人
事
業
税
 納
付
書
 

加
入
者
名
 福
岡
県
 

県
税
事
務
所
出
納
員
 

口
座

番
号
  
 

合
計

金
額
 

円
 

加
入
者
名
 

口
座
番
号
 福
岡
県
 
 
 
 
 
県
税
事
務
所
出
納
員
 

 
福
岡
県
 
個
人
事
業
税
納
税
通
知
書
 
兼
 
領
収
証
書
 

 
 
個
人
事
業
税
は
第
1種
事
業
、
第
2種
事
業
、
第
3種
事
業
を
行
う
人
で
県
内
に
事
務
所
又
は
事
業

所
の
あ
る
人
に
課
税
さ
れ
ま
す
。
 

 
 
税
率
 
第
1種
事
業
 
 
％
 
 
第
2種
事
業
 
 
％
 
 
第
3種
事
業
 
 
％
( 
 
％
) 

 
 
下
記
の
年
税
額
は
 
 
年
分
 
 
分
の
所
得
に
対
し
課
税
し
た
も
の
で
す
。
 

 
 
こ
の
納
付
書
は
第
1期
納
期
分
( 
月
 
日
～
 
月
 
日
)の
納
付
に
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。
 

年
度
  
 

税
目
 3 

整
理

番
号
 5 
 
 
 
 
  
 
16 所

得年  17 
 
 
 
 
 
23 連

番
 24 

 

年
度
 

 
 

整
理
番
号
 
 

税
額

円
 

 

調
定
事
由
 26 

CD 
28 

課
税

年
度
 29 

納
付

事
由
 32 

課
税
県
税
 33 

納
期
限
  
 

 

 
 

延
滞
金
額

円
 

住
所
 
 

 
 

税
額

円
 

合
計
金
額

円
 

 
 
 

 
 

延
滞
金
額

円
 

氏
名

様
  

納
期
限
 

年
 
 
月
 
 
日
 

 

合
計
金
額

円
 

課
税
年
度
 
 

所
得

年
 
 

 
上
記
の
金
額
を
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
 税

額
35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円
 

課
税
事
務
所
 

領
収
日
付
印
 

第
 
 
 
 
種
事
業
 
税
率
100分

の
 

延
滞
金
額
46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円
 

 
氏

名
 

 
様
 

年
 
 
月
 
 
日

 
福
岡
県
 
県
税
事
務
所
長

 
 

 

合
計
金
額
90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円
 福
岡
県
 

県
税
事
務
所
 

課
税
標
準
額
 

円
  
 
上
記
の
と
お
り
領
収
し
ま
し
た
。
 

 
整
理

番
号
 
 
 

 
 

課
税
事
務
所
 

領
収
日
付
印
 

年
税

額
円
  
 

領
収
日
付
印
 

 

住
所
 

氏
名
 

様
 
 

101 
 
 
 
 
 
 
106  

年
 
月
 
日
か
ら

納
付
額
 

 
 

年
 
月
 
日
ま
で

円
(県
税
事
務
所
送
付
用
) 

年
 
月
 
日
か
ら

納
付
額
 

 

福
岡

県
 

 
県
税
事
務
所
 

 
 

 
  

納期 

 
 

年
 
月
 
日
ま
で

円

 
  
 

 

 
取
引
店
 

 
上
記
金
額
を
受
領
し
た
の
で

通
知
し
ま
す
。
 

 
取
り
ま
と
め
局
 
〒
812―

8794 
 
福
岡
貯
金
事
務
セ
ン
タ
ー
 

 受
付
局
→
取
り
ま
と
め
局
→
加
入
者
 

(金
融
機
関
保
管
用
) 

 
 
納
付
場
所
は
裏
面
に
記
載
し
て
い
ま
す
。
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
(納
税
者
交
付
用
) 
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第
３
号
様
式
そ
の
１
の
２
(第
６
条
関
係
)

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様
 

              
電
話
番
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
福
岡
県
 
個
人
事
業
税
納
付
書
兼
領
収
証
書
 

 
 
 

 
福
岡
県
 
個
人
事
業
税
納
入
済
通
知
書
 

 
 

 
 

 
 

1 c♯
 

82 
 
 

福
岡
県
 
個
人
事
業
税
 納
付
書
 

整
理
番
号
 

 
 

加
入
者
名
 福
岡
県
 

県
税
事
務
所
出
納
員
 

口
座

番
号
  
 

合
計

金
額
 

円
 

加
入
者
名
 

口
座
番
号
 福
岡
県
 
 
 
 
 
県
税
事
務
所
出
納
員
 

住
所
 

 
 

 

年
度
 

 
 

年
度
  
 

税
目
 3 

整
理

番
号
 5 
 
 
 
 
  
 
16 所

得年 17 
 
 
 
 
 
23連

番
 24 

氏
名
 

様
 

課
税
年
度
 
 
 

 

調
定
事
由
 26 

CD 
28 

課
税

年
度
 29 

納
付

事
由
 32 

課
税
県
税
 33 

納
期
限
  
 

 

 
 

所
得

年
 

 
 

2期
分
 
第
 
 
 
 
 
 
種
事
業
 

 

 
 

税
額

円
 

 
 

 
 
 

 
 

延
滞
金
額

円
 

税
額
 

円
 

合
計
金
額

円
 

延
滞
金
額
 

円
 

 
 税

額
 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円
 

課
税
事
務
所
 

領
収
日
付
印
 

合
計
金
額
 

円
 

延
滞
金
額
 46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円
 

 
氏

名
 

 
様
 

合
計
金
額
 90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円
 福
岡
県
 

県
税
事
務
所
 

 

納
期

限
 

年
 
 
月
 
 
日
 

  

 
整
理

番
号
 
 
 

 
 

課
税
事
務
所
 

領
収
日
付
印
 

領
収
日
付
印
 

 

住
所
 

氏
名
 

様
 
 

101 
 
 
 
 
 
 
106  

(県
税
事
務
所
送
付
用
) 

 

福
岡

県
 

 
県
税
事
務
所
 

 
 

 
  

上
記
の
と
お
り
領
収
し
ま
し
た
。
  
 

 

 
取
引
店
 

 
上
記
金
額
を
受
領
し
た
の
で

通
知
し
ま
す
。
 

 
取
り
ま
と
め
局
 
〒
812―

8794 
 
福
岡
貯
金
事
務
セ
ン
タ
ー
 

 受
付
局
→
取
り
ま
と
め
局
→
加
入
者

(金
融
機
関
保
管
用
) 

 
納
付
場
所
は
裏
面
に
記
載
し
て
い
ま
す
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(納
税
者
交
付
用
) 
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第
３
号
様
式
そ
の
１
の
３
(第
６
条
関
係
)

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様
 

         
電
話
番
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
福
岡
県
 
個
人
事
業
税
納
入
済
通
知
書
 

 
 

 
 

 
 

1 c♯
 

82 
 
 

福
岡
県
 
個
人
事
業
税
 納
付
書
 

加
入

者
名
 福
岡
県
 

県
税
事
務
所
出
納
員
 

口
座

番
号
  
 

合
計

金
額
 

円
加
入
者
名
 

口
座
番
号
 福
岡
県
 
 
 
 
 
県
税
事
務
所
出
納
員
 

 
福
岡
県
 
個
人
事
業
税
納
税
通
知
書
 
兼
 
領
収
証
書
 

 
 
個
人
事
業
税
は
第
1種
事
業
、
第
2種
事
業
、
第
3種
事
業
を
行
う
人
で
県
内
に
事
務
所
又
は
事
業

所
の
あ
る
人
に
課
税
さ
れ
ま
す
。
 

 
 
税
率
 
第
1種
事
業
 
 
％
 
 
第
2種
事
業
 
 
％
 
 
第
3種
事
業
 
 
％
( 
 
％
) 

 
 
下
記
の
年
税
額
は
 
 
年
分
 
 
分
の
所
得
に
対
し
課
税
し
た
も
の
で
す
。
 

年
度
  
 

税
目
 3 

整
理

番
号
 5 
 
 
 
 
  
 
16所

得年 17 
 
 
 
 
 
23 連

番
 24 

 

年
度
 

 
 

整
理
番
号
  
 

課
税
年
度
 

年
度
税

額
円
 

 

調
定

事
由
 26 

CD  
28 

課
税

年
度
 29 

納
付

事
由
 32 

課
税
県
税
 33 

納
期
限
  
 

 

 
 

住
所
  
 

延
滞
金
額

円
 

 
 

税
額

円
 

氏
名
 

様
合
計
金
額

円
 

前
回
 
 
 
 
①
 

円
 
 
 

 
 

延
滞
金
額

円
 

今
回
 
 
 
 
②
 

円

 

納
期
限

年
 
 
月
 
 
日
 
  

課税標準額 

(増
差
)金
額
③
＝
②
－
①
 

円
合
計
金
額

円
 

前
回
 
 
 
 
④
 

円
 
上
記
の
金
額
を
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
 

今
回
 
 
 
 
⑤
 

円
税

額
 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円
 

課
税
事
務
所
 

領
収
日
付
印
 

年税額 

(増
差
)金
額
⑥
＝
⑤
－
④
 

円
延
滞
金
額
 46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円
 

 
氏

名
 

 
様
 

第
 
 
 
種
事
業
 
課
税
標
準
額
 

円

年
 
 
月
 
 
日
 

 
福
岡
県
 
県
税
事
務
所
長
  
 

 

合
計
金
額
 90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円
 福
岡
県
 

県
税
事
務
所
 

税
率
100分

の
 

年
税

額
 

円
 
上
記
の
と
お
り
領
収
し
ま
し
た
。
 

 
整
理

番
号
 
 
 

納
付
額
 

 
 

課
税
事
務
所
 

領
収
日
付
印
 

領
収
日
付
印
 

 

住
所
 

氏
名
 

様

 
 

年
 
 
月
 
 
日
か
ら

年
 
 
月
 
 
日
ま
で

円
 

 
 

101 
 
 
 
 
 
 
106  

納
付
額
 

 

納期 

 
年
 
 
月
 
 
日
か
ら

年
 
 
月
 
 
日
ま
で

円
 

(県
税
事
務
所
送
付
用
) 

 

福
岡

県
 

 
県
税
事
務
所
 

 
 

 
 

 
  
 

 

 
取
引
店
 

 
上
記
金
額
を
受
領
し
た
の
で

通
知
し
ま
す
。
 

 
取
り
ま
と
め
局
 
〒
812―

8794  
 
福
岡
貯
金
事
務
セ
ン
タ
ー
 

 受
付
局
→
取
り
ま
と
め
局
→
加
入
者

(金
融
機
関
保
管
用
) 
 

 
※
 
こ
の
通
知
書
に
よ
る
税
額
は
、
口
座
振
替
の
対
象
に
な
り
ま

せ
ん
の
で
、
こ
の
納
付
書
で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
納
付
場
所
は
裏
面
に
記
載
し
て
い
ま
す
。
 

(納
税
者
交
付
用
) 
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第
３
号
様
式
そ
の
１
の
４
(第
６
条
関
係
)

(第
1紙
) 

(第
2紙
) 

(第
3紙
) 

 
 

 
 
納
付
に
つ
い
て
 
 
 

 
 
あ
な
た
に
賦
課
さ
れ
た
個
人
事
業
税
は
、
左
記
の
金
融
機
関
の
預
金
口
座
か
ら

納
期
限
(納
期
の
末
日
)に
自
動
振
替
に
よ
り
課
税
さ
れ
ま
す
。
 

 
 
個
人
事
業
税
の
法
的
根
拠
 
 
 

納
税
通
知
書
(口
座
振
替
) 

    
様
 

 
年
度
 
個
人
事
業
税
 

所
得

年
 

年
 

整
理

番
号
 

 
 

 
 
事
業
税
は
、
個
人
の
行
う
第
1種
事
業
、
第
2種
事
業
、
第
3種
事
業
に
対
し
、
前
年

中
の
事
業
の
所
得
又
は
当
該
年
の
1月
1日
か
ら
事
業
廃
止
の
日
ま
で
の
事
業
の
所

得
を
課
税
標
準
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
業
種
に
よ
り
100 5

・
100 4

・
100 3

の
税

率
を
乗
じ
た
税
額
で
賦
課
さ
れ
ま
す
。
(地
方
税
法
第
72条
の
2第
3項
、
第
72条

の
49の

7、
第
72条
の
49の

13第
1項
、
福
岡
県
税
条
例
第
20条
の
14第
2項
、
第

20条
の
19の

2、
第
20条
の
19の

4) 

第
 

種
事

業
 
課
税
標
準
額
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円
 

 
 
不
服
申
し
立
て
に
つ
い
て
 
 
 

税
率
1
0
0
分
の
 
年
税

額
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円
 

納
付

額
 

郵
便

は
が

き
 

 
       

様
 
 
 

期
 

年
 
 
月
 
 
日
か
ら
 

年
 
 
月
 
 
日
ま
で
 

円
 

個
人
事
業
税
納
税
通
知
書
(口
座
振
替
) 
親

展
 
 

納
付

額
 

 

納期 

期
 

年
 
 
月
 
 
日
か
ら
 

年
 
 
月
 
 
日
ま
で
 

円
 

 

1 
こ
の
税
の
賦
課
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
通
知
書
を
受
け
取
っ
た

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
60日

以
内
に
、
行
政
不
服
審
査
法
第
4条
の
規
定
に
よ

り
、
福
岡
県
知
事
に
対
し
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
 

 
な
お
、そ
の
際
、審
査
請
求
書
は
正
副
2通
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、

な
る
べ
く
所
轄
県
税
事
務
所
長
を
経
由
し
て
提
出
す
る
こ
と
と
し
て
く
だ
さ
い
。
 

2 
こ
の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
上
記
1の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
を
経
た
後

で
な
け
れ
ば
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
審
査
請
求
の
裁
決
を
経
た
後
は
、

そ
の
裁
決
の
送
達
を
受
け
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
6ヶ
月
以
内
に
福
岡
県
を

被
告
と
し
て
(代
表
者
は
福
岡
県
知
事
と
な
り
ま
す
。
)こ
の
処
分
の
取
消
し
の
訴

え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
次
の
(1)か

ら
(3)ま

で
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
を
経
な
い
で
、
こ
の
処
分

の
取
消
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
 

 
(1) 

審
査
請
求
が
あ
っ
た
日
か
ら
3ヶ
月
を
経
過
し
て
も
裁
決
が
な
い
と
き
。
 

 
(2) 

処
分
、
処
分
の
執
行
又
は
手
続
き
の
続
行
に
よ
り
生
じ
る
著
し
い
損
害
を

避
け
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
き
。
 

 
(3) 

そ
の
他
裁
決
を
経
な
い
こ
と
に
つ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
。
 

 
 
延
滞
金
に
つ
い
て
 
 
 

 
 
口
座
振
替
日
に
お
い
て
残
高
不
足
等
に
よ
り
口
座
振
替
が
行
な
え
な
か
っ
た

場
合
に
は
、
口
座
振
替
日
以
降
に
納
税
催
告
用
納
付
書
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
当

該
納
付
書
に
よ
り
納
税
を
行
な
っ
て
く
だ
さ
い
。
 

 
 
な
お
、
そ
の
際
の
延
滞
金
の
計
算
は
、
法
律
に
基
づ
き
納
期
限
(納
期
の
末
日
)

の
翌
日
か
ら
計
算
さ
れ
ま
す
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。
 

 
 
そ
の
他
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
福
岡
県
 
 
 
 
県
税
事
務
所
 

          
・
裏
面
の
開
封
方
法
を
御
覧
く
だ
さ
い
 

   
 
上
記
の
金
額
を
納
期
の
末
日
に
下
記
の
口
座
よ
り
振
替
し
ま
す
。
 

  
 
 
金
融
機
関
名
 

 
 
 
支
店
名
 

 
 
 
口

座
 

 
 
 
口
座
名
義
人
 

    
1期
分
の
口
座
振
替
日
は
 
 
年
 
 
月
 
 
日
で
す
。
 

 

年
 
 
月
 
 
日
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
福
岡
県
 
 
 
県
税
事
務
所
長
 

 
 
こ
の
納
税
通
知
書
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ
は
、
左
記
の
県
税
事
務
所
の
各
係

に
お
願
い
し
ま
す
。
 

 
 
課
税
に
関
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
課
税
課
事
業
税
係
 

 
 
口
座
振
替
納
税
に
関
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
収
税
課
収
納
係
 

(用
紙
 
 
各
紙
と
も
縦
14.8cm横

10cm) 
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第
３
号
様
式
そ
の
１
の
５
(第
６
条
関
係
)

(第
1紙
) 

(第
2紙
) 

(第
3紙
) 

納
税
額
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
(口
座
振
替
) 

 
様
 

 
年
度
 
個
人
事
業
税
2期
 

  
 
第
 
 
種
事
業
 

整
理

番
号
 
 
 

納
付
額
(振
替
額
) 

円
 

 

納
期
限
(振
替
日
) 

年
 
 
月
 
 
日
 

 

郵
便
は
が
き
 

 
    

様
 

 
納
税
額
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
 
親
展
 

(個
人
事
業
税
2期
) 

       
 
 
 
福
岡
県
 
 
 
 
県
税
事
務
所
 

   
・
裏
面
の
開
封
方
法
を
御
覧
く
だ
さ
い
 

  
上
記
の
金
額
を
下
記
の
口
座
よ
り
振
替
し
ま
す
。
 

 
 
金
融
機
関
名
 

 
 
支

店
名
 

 
 
口

座
 

 
 
口
座
名
義
人
 

  
年
 
 
月
 
 
日
 

 
福
岡
県
 
 
 
県
税
事
務
所
長
 
 
 
 
 
 

  
納
付
に
つ
い
て
 

 
 
 
あ
な
た
に
賦
課
さ
れ
た
個
人
事
業
税
の
2期
分
の
税
額

は
、
左
記
の
金
融
機
関
の
預
金
口
座
か
ら
左
記
納
期
限
に

自
動
振
替
に
よ
り
納
税
さ
れ
ま
す
。
 

  
延
滞
金
に
つ
い
て
 

 
 
 
口
座
振
替
日
に
お
い
て
残
高
不
足
等
に
よ
り
口
座
振
替

が
行
な
え
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
口
座
振
替
日
以
降
に
納

税
催
告
用
納
付
書
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
当
該
納
付
書
に

よ
り
納
税
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
そ
の
際
の
延
滞

金
の
計
算
は
、
法
律
に
基
づ
き
左
記
の
納
期
限
の
翌
日
か

ら
計
算
さ
れ
ま
す
の
で
、あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。  

   
そ

の
他
 

 
 
 
こ
の
「
お
知
ら
せ
」
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ
は
、
左

記
の
県
税
事
務
所
の
各
係
に
お
願
い
し
ま
す
。
 

 
 
課
税
に
関
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
課
税
課
事
業
税
係
 

 
 
口
座
振
替
納
税
に
関
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
収
税
課
収

納
係
 

(用
紙
 
 
各
紙
と
も
縦
14.8cm横

10cm) 
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第
３
号
様
式
そ
の
２
の
１
(第
６
条
関
係
)

 
     
※
土
地
を
取
得
さ
れ
た
方
 

 
 
 
住
宅
用
土
地
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
要
件
を
満
た
せ
ば
減
額
が
受
け
ら
れ
ま
す
。
 

  
※
中
古
住
宅
(マ
ン
シ
ョ
ン
を
含
む
)を
取
得
さ
れ
た
方
 

 
 
 
一
定
の
要
件
を
満
た
せ
ば
減
額
が
受
け
ら
れ
ま
す
。
 

  
※
上
記
の
減
額
等
に
つ
い
て
の
軽
減
措
置
を
受
け
る
に
は
申
請
が
必
要
で
す
。
 

  
詳
し
く
は
同
封
の
チ
ラ
シ
を
ご
参
照
下
さ
い
。
 

 
 
 
こ
の
通
知
書
は
不
動
産
取
得
税
納
税
通
知
書
で
す
。
 

 
詳
細
は
下
欄
に
記
載
し
て
お
り
ま
す
。
納
期
限
内
に
納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。
 

 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様
 

       
電
話
番
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
福
岡
県
 
不
動
産
取
得
税
納
税
通
知
書
兼
領
収
証
書
 
 
 
 
 
 
公
 

 
 
 

 
 
福
岡
県
 
不
動
産
取
得
税
納
入
済
通
知
書
 
 
 
 
 
 
公
 

 
 

 
 

 
 

1 c♯
 

82 
 
 

福
岡
県
 
 

 
不
動
産
取
得
税

納
付
書
 

公
 
 
 

 
課

税
番

号
 
 
 

課
税
年
度
 

年
度
 

加
入

者
名
 
福
岡
県
 

県
税
事
務
所
出
納
員
 
口
座

番
号
 
 
 

合
計

金
額
 

円
 

加
入
者
名

口
座
番
号
 
福
岡
県
 
 
 
 
県
税
事
務
所
出
納
員
 

 
住

所
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
度
 

 

年
度
 
 
 
税
目
 
3 

課
税

番
号
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 

実
績

年
月
 
17 
 
 
 
 
23 

連
番
 
24 

 
 

氏
名
 

様
 
共
有
者
外
 
 
 
 
名
 

 

調
定

事
由
 
26 

CD 
28 

課
税

年
度
 
29 

納
付

事
由
 
32 

課
税

県
税
 
33 

納
期
限
 
 
 

 

税
額
 

円
 

 
 

所
在

地
 
 
 

筆
数
又
は
棟
数
 
 
 

延
滞
金
額
 

円
 

地
目
・
構
造
 
 
 

用
途
 
 
 

 
 
 

 
 

の内容 
取得不動産 

取
得
原
因
 
 
 

取
得
年
月
日
 

年
 
月
 
日
 

合
計
金
額
 

円
 

評
価

額
 

円
 

納
期
限
 

 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

課
税
標
準
額
 

円
 

円
 

 
 

税
率
 
 
 
 
 
 
 
 
％
 

 
 
 
 
 
 
 
％
 

税
額
 
35 

円
 

課
税
事
務
所
 

領
収
日
付
印
 

税
額
 

円
 

円
 

合
計

税
額
 

円
 

延
滞
金
額
 
46 

円
 

氏
名
 

  
様
 

税
額
 

円
 

合
計
金
額
 
90 

円
 

福
岡
県
 

県
税
事
務
所
 

課
税
番
号
 
 
 

延
滞

金
額
 

円
 
左
記
の
金
額
を
納
付
し
て
く
だ

さ
い
。
 

課
税
事
務
所
 

領
収
日
付
印
 

合
計

金
額
 

円
 

領
収
日
付
印
 

 

納
期

限
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
 
 

101 
 
 
 
 
 
106 

 
住
所
 

 氏
名
 

様
 
 
(県
税
事
務
所
送
付
用
) 

 

 

福
岡
県
 

  
県
税
事
務
所
 

 
 

 

 
 

 
取
引
店
 

上
記
金
額
を
受
領
し
た
の
で
通
知
し
ま

す
。
 

取
り
ま
と
め
局
 
〒
812―

8794 
福
岡
貯
金
事
務
セ
ン
タ
ー
 

 
受
付
局
→
取
り
ま
と
め
局
→
加
入
者
 

 
(金
融
機
関
保
管
用
) 
 
 

年
 
 
月
 
 
日
 
 
 
 
 
 
 

 
福
岡
県
 
 
 
 
 
 
県
税
事
務
所
長
 
 
 
 

 
上
記
の
と
お
り
領
収
し
ま
し
た
。
 

 
納
付
場
所
は
裏
面
に
記
載
し
て
い
ま
す
。
 

(納
税
者
交
付
用
) 
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第
３
号
様
式
そ
の
２
の
２
(第
６
条
関
係
)

 

 
福
岡
県
 
不
動
産
取
得
税
納
税
通
知
書
 

課
税

番
号
 
 
 

課
税
年
度
 

年
度
 

住
所
 
 
 

氏
名
 

様
 
共
有
者
 
外
 
 
 
名
 

所
在
地
 
 
 

筆
数
又
は
棟
数
 
 
 

地
目
・
構
造
 
 
 

用
途
 
 
 

の内容 

取得不動産 

取
得
原
因
 
 
 

取
得
年
月
日
 

年
 
 
月
 
 
日
 

評
価

額
 

円
 

課
税
標
準
額
 

円
 

円
 

税
率
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
％
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
％
 

税
額
 

円
 

円
 

合
計

税
額
 

円
 

税
額
 

円
 

 

納
期

限
 

 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

左
記
の
金
額
を
共
同
取
得
者
の
方
々
と

ご
相
談
の
上
、
納
期
限
ま
で
に
納
付
し

て
く
だ
さ
い
。
 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様
 

       
 
不
動
産
取
得
税
の
連
帯
納
税
義
務
に
つ
い
て
(お
知
ら
せ
) 

 
①
 
不
動
産
を
共
同
(共
有
)で
取
得
さ
れ
た
方
は
、
こ
の
税
金
に
つ
い
て
の
連
帯
納
税
義
務
者
と
な
り
ま

す
。
 

 
②
 
こ
の
た
び
取
得
さ
れ
ま
し
た
不
動
産
に
対
す
る
不
動
産
取
得
税
の
総
額
は
右
記
の
額
と
な
っ
て
お
り

ま
し
て
こ
の
税
額
の
総
額
を
そ
れ
ぞ
れ
の
方
に
通
知
し
て
お
り
ま
す
。
 

 
③
 
代
表
者
と
し
て
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
宛
に
納
税
通
知
書
兼
納
付
書
を
送
付
致
し
て

お
り
ま
す
。
 

 
④
 
そ
の
納
付
書
で
、
共
同
取
得
者
の
下
記
の
方
々
と
ご
相
談
の
上
、
納
期
限
ま
で
に
必
ず
納
付
し
て
く

だ
さ
い
。
 

 
⑤
 
こ
の
通
知
書
は
、
納
付
書
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
こ
れ
で
は
納
付
で
き
ま
せ
ん
。
 

                   電
話
番
号
 

年
 
 
月
 
 
日
 

  
福
岡
県
 
 
 
 
 
 
県
税
事
務
所
長
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

住
所
 

氏
名
 

様
 

住
所
 

氏
名
 

様
 

住
所
 

氏
名
 

様
 

住
所
 

氏
名
 

様
 

住
所
 

氏
名
 

様
 

住
所
 

氏
名
 

様
 

住
所
 

氏
名
 

様
 

住
所
 

氏
名
 

様
 

住
所
 

氏
名
 

様
 

住
所
 

氏
名
 

様
 

住
所
 

氏
名
 

様
 

住
所
 

氏
名
 

様
 

住
所
 

氏
名
 

様
 

住
所
 

氏
名
 

様
 

住
所
 

氏
名
 

様
 

住
所
 

氏
名
 

様
 

住
所
 

氏
名
 

様
 

住
所
 

氏
名
 

様
 

住
所
 

氏
名
 

様
 

住
所
 

氏
名
 

様
 

住
所
 

氏
名
 

様
 

住
所
 

氏
名
 

様
 

住
所
 

氏
名
 

様
 

住
所
 

氏
名
 

様
 

住
所
 

氏
名
 

様
 

 

住
所
 

氏
名
 

様
 

住
所
 

氏
名
 

様
 

住
所
 

氏
名
 

様
 

 
 

住
所
 

氏
名
 

様
 

住
所
 

氏
名
 

様
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第
３
号
様
式
そ
の
３
の
１
削
除
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第
３
号
様
式
そ
の
３
の
２
(第
６
条
関
係
)

(第
1紙
) 

(第
2紙
) 

(第
3紙
) 

 
 
 

1 2 3 
 

1 
2 3 

 
 
 
 
 
1 

2 
 
 
 
 
 
 
C 
＃
 

3  
 
 
 
 
 
C 
＃
 

 
 

福
岡
県
自
動
車
税
 

 
 

 
 
 

 
 

福
岡
県
自
動
車
税
 

7 
 
 
 
 

 
 

福
岡
県
自
動
車
税
 

7 
 
 
 

 
 
 
 
自
動
車
税
納
税
通
知
書
・
領
収
証
書

兼
納
税
証
明
書
(継
続
検
査
用
)
 

 公 
 
 
 
 
 
 
納
付
書
・
郵
便
振
替
依
頼
書
 

 
 公 

 
 
 
 
  
領
収

済
通
知

書
 

 
 公 

口
座
番
号
 
 
 
 
 
 
 
―
 
 
 
 
―
 

口
座
番
号
 
 
 
 
 
 
 
―
 
 
 
 
―
 

口
座
番
号
 
 
 
 
 
 
 
―
 
 
 
 
―
 

加
入
者
 
福
岡
県
 
 
 
  県
税
事
務
所
出
納
員
 

加
入
者
 
福
岡
県
 
 
 
  県
税
事
務
所
出
納
員
 

加
入
者
 
福
岡
県
 
 
 
  県
税
事
務
所
出
納
員
 

 

税
率
 

円
 
課
税
月
数
 

月
 
第
 
 
 
 
号
 

 
 

税
率
 

円
 
課
税
月
数
 
月
 
第
 
 
 
 
号
 

 
  

税
率
 

円
 
課
税
月
数
 

月
 
第
 
 
 
 
号
 

 

 
 

 
 

 
 

 

(住
所
・
氏
名
) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様
 

 
 

(住
所
・
氏
名
) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様
 

 
  

(住
所
・
氏
名
) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様
 

 

 
 

4 
 
 
 
 
 
5 
 
 
7 
 
8 
 
 
 
 
 
12 
 

4 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
7 
 
8 
 
 
 
 
 
12 

登
録

番
号
 
福

岡
 

2 
久
留
米
 

4 
車
種
 
ひ
ら

が
な
 
番

号
 
CD 
 
 
登

録
番

号
 
福

岡
 

2 
久
留
米
 

4 
車
種
 
ひ
ら
が
な
 
番

号
 
CD 

登
録

番
号
 
福

岡
 

2 
久
留
米
 

4 
車
種
 
ひ
ら
が
な
 
番

号
 
CD 
 

 
福
 
1 

北
九
州
 

3 
筑

豊
 

5 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
福
 
1 

北
九
州
 

3 
筑

豊
 

5 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
  

福
 
1 

北
九
州
 

3 
筑

豊
 

5 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 

 
 

14 
 
 
 
16 
 
 
18 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 

14 
 
 
 
16 
 
 
18 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 

 
課
税
年
度
 
 

年
度
分
 
 
  

期
別
 
 
 納
付
区
分
 
 
 
 
 
課
税
年
度
 
 

年
度
分
 
 
 
期
別
 
 
 
納
付
区
分
 
 
  
  
課
税
年
度
 
 

年
度
分
 
 
  
 期
別
 
 
 
納
付
区
分
 
 
 
 

税
額
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

税
額
 

20 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

税
額
 

20 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

延
滞

金
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

延
滞

金
 

28 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

延
滞

金
 

28 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

合
計
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

合
計
 

36 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

合
計
 

36 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

納
期

限
 

年
 
 
月
 
 
日
 
 
 

 

納
期

限
 

年
 
 
月
 
 
日
 
 
 
 

 

納
期

限
 

年
 
 
月
 
 
 日
 
 

 

 
 

 
 

 
郵
便
振
替
依
頼
書
 
払
出
口
座
番
号
  
 

 
 
取

引
店
 福
岡
銀
行
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
支
店
 

 
取
り
ま
と
め
郵
便
局
  
 
 
 
 
郵
便
局
 〒
 

 

印
 
 
 
 
 
 
 

 
上
記
の
金
額
を
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。
 

  
 
 
 
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

  
 
福
岡
県
 
 
 
県
税
事
務
所
長
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
上
記
の
と
お
り
領
収
し
ま
し
た
。
 

 
上
記
金
額
を
私
名
義
の
上
記
口
座
か
ら
払
い
出
し
、
納
付
し
て
く
だ

さ
い
。
 

  
上
記
の
と
お
り
納
付
し
ま
す
。
 

年
 
 
 
月
 
 
 
日
 
44 
 
 
 
 
 
  
 
49  

  
 

 
上
記
の
と
お
り
領
収
し

た
の
で
通
知
し
ま
す
。
 

44 
 
 
 
 
  
 
49  

自
動
車
税
納
税
証
明
書
 

(継
続
検
査
用
) 

 
 
領
収
印
の
な
い
も
の
又
は
有
効
期
限

が
＝
で
抹
消
し
て
あ
る
も
の
は
納
税
証

明
に
な
り
ま
せ
ん
。
 

 
 
 
 
有
効
期
限
 

 

領
収
日
付
印
 

 

  
払
出
請
求
人
 

 
氏

名
 

 
 
 
 
 
 
印
 
 
 
 
 
 

領
収
日
付
印
 

 
 

 
 

領
収
日
付
印
 

 

 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

 
納
付
場
所
は
第
2紙
の
裏
面
を
御
覧
く
だ
さ
い
。
(納
税
者
交
付
用
)  

 
 
財
二
業
第
894号

承
認
 
 
 
 
  
 
 
(金
融
機
関
保
管
用
) 

 
(県
税
事
務
所
送
付
用
)
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第
３
号
様
式
そ
の
３
の
３
(第
６
条
関
係
)

    公公公 公
 
     
福
岡
県

福
岡
県

福
岡
県

福
岡
県
            
自
動
車
税

自
動
車
税

自
動
車
税

自
動
車
税
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
年
度

年
度
年
度

年
度
    納
入
済
通
知
書

納
入
済
通
知
書

納
入
済
通
知
書

納
入
済
通
知
書
    

（
コ
ン
ビ
ニ
本
部
控
）
 

 
 

 
 

  
収
納
機

関
番
号
 

 
納
付
 

番
号
 

 
確
認
 

番
号
 

 
納
付
 

区
分
 
 

登
 
録
 

番
 
号
 

 
CD 

 
課
税
年
度
 
 
 
 
 
 
 
年
度
 
税
目
 

自
動
車
 

     

  （
県
税
事
務
所
送
付
用
）
 

 (受
付
局
→
取
り
ま
と
め
店
→
加
入
者
) 

 
上
記
金
額
を
受
領
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。
 

取
引
店
 
福
岡
銀
行
 
 
 
 
 
 
取
り
ま
と
め
店
 
郵
便
番
号
812-8794 

ゆ
う
ち
ょ
銀
行
 
福
岡
貯
金
事
務
セ
ン
タ
ー
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A
T

M
読
取
不
可

 

                                              

  福
岡
県

福
岡
県

福
岡
県

福
岡
県
    
自
動
車
税

自
動
車
税

自
動
車
税

自
動
車
税
    

公公公 公
 
納
付
書

納
付
書

納
付
書

納
付
書
 

（
店
舗
控
）
 

 加
入
者
名
 

口
座
番
号
 

福
岡
県
 
 
県
税
事
務
所
出
納
員
 

税
 
 
額
 

円
 

延
 滞
 金
 

円
 

合
計
金
額
 

円
 

納
 期
 限
 

 
      

 
年
 
 
 
月
 
 
日
 

納
 付
 者
 

氏
 
 
名
 

様
 

登
録
番
号
 

 

領
収
日
付
印
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 (金

融
機
関
保
管
/店
舗
控
用
) 

                                               

   
 
福
岡
県
  
自
動
車
税
 
  
 
 
 
 
年
度
 
納
税
通
知
書
兼
領
収
証
書
 

  
 

          
     

こ
の
通
知
書
で
の
コ
ン
ビ
ニ
の
取
扱
い
は
 
月
 
日
迄
で
す
。 
 
 上
記
の
金
額
を
 

 
裏
面
を
参
照
の
う
え
、
上
記
の
と
お
り
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。
 
領
収
し
ま
し
た
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
 
 
月
 
 
 
 
日
 

                                                           

  

自
動
車
税
納
税
証
明
書

自
動
車
税
納
税
証
明
書

自
動
車
税
納
税
証
明
書

自
動
車
税
納
税
証
明
書
    

（（（ （
継
続
検
査

継
続
検
査

継
続
検
査

継
続
検
査
（（（ （
車
検

車
検
車
検

車
検
））） ）
用用用 用
））） ）

 
           

福
岡
県
 
 
 
 
県
税
事
務
所
長
 

  

車
台
番
号
 

 

登
録
番
号
 

 

有
効
期
限
 

 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

    
こ
の
納
税
証
明
書
は
 

 
車
検
を
受
け
る
と
き
 

 
に
必
要
で
す
。
 

 
【
車
検
証
】
と
一
緒
に
保
管
 

 
し
て
く
だ
さ
い
。

 

 

 
 口
座
 

番
号
 
 

加
入
 

者
名
 

福
岡
県
 

 
 
 
県
税
事
務
所
出
納
員
 

納
期
限
 

平
成
 
年
 
月
 
日
 
税
額
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円
 

延
滞
金
 
 
 

 
 

000 0
    
000 0

納付者 

氏 名 

様
 
合
計
額
 
 
 

 
 

 
 

 円
 

  円
 

C S V 収納用  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

収
納
代
行
 
 
 
 
 

（
株
）
セ
デ
ィ
ナ
 
 

 
（
ご
注
意
）
 
 
 
 

バ
ー
コ
ー
ド
が
な
い
 

も
の
や
金
額
訂
正
し
 

た
も
の
は
コ
ン
ビ
ニ
 

エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
は
 

納
付
で
き
ま
せ
ん
。
 

領
収
日
付
印

 

 

登
録
番
号
 

納納納 納
    期期期 期
    限限限 限
 
 
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
 
 
日
 

税税税 税
    
額額額 額
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円
 

延
 滞
 金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円
 

合
計
金
額
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円
 

領
 収
 日
 付
 印
 

  
領
収
証
紙
・
 

印
紙
は
 

不
要
で
す
。
 

領
収
日
付
印
 

 

□切り取らないで郵便局・金融機関・コンビニ等にお出しください。 

切り取らないで郵便局・金融機関・コンビニ等にお出しください。 

お支払いの際は、切り取らないでお出しください。 
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第
３
号
様
式
そ
の
３
の
４
(第
６
条
関
係
)

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様
 

             
電
話
番
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
福
岡
県
 
自
動
車
税
納
税
通
知
書
・
領
収
証
書

兼
納
税
証
明
書
(継
続
検
査
用
) 

 
 
 

 
福
岡
県
 
自
動
車
税
納
入
済
通
知
書
 

 
 

 
 

 
 

1 c♯
 

82 
 
 

 
福
岡
県
 
自
動
車
税
 
納
付
書
 

登
録
番
号
 

 
 

加
入
者
名
 福
岡
県
 

県
税
事
務
所
出
納
員
 

口
座

番
号
  
 

合
計

金
額
 

円
 
加
入
者
名
 

口
座
番
号
 福
岡
県
 
 
 
 
 
県
税
事
務
所
出
納
員
 

実
績
年
分
 

年
度
 

 

実
績
年
分
 

年
度
 

 
 

年
度
  
 

税
目
 3 

登
録

番
号
 5 
 
 
 
 
  
 
16 実

績
年
分
 17 

 
 
 
 
 
23連

番
 24 

住
所
 

 
 

 

調
定
事
由
 26 

CD  
28 

課
税

年
度
 29 

納
付

事
由
 32 

課
税
県
税
 33 

納
期
限
  
 

 

 
 

氏
名
 

様

 

 
 

税
額

円
 

税
額
 

円

 
 
 

 
 

延
滞
金
額

円
 

延
滞
金
額
 

円

合
計
金
額

円
 

合
計
金
額
 

円

 

 
 税

額
 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円
 

課
税
事
務
所
 

領
収
日
付
印
 

 

納
期

限
 

 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 

延
滞
金
額
 46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円
 

氏
名
 

 
様

合
計
金
額
 90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円
 福
岡
県
 

県
税
事
務
所
 

 
登
録

番
号
 
 
 

 
 
 
 
上
記
の
金
額
を
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
福
岡
県
 
 
 
 
 
 
 
 
県
税
事
務
所
長
 

課
税
事
務
所
 

領
収
日
付
印
 

領
収
日
付
印
 

 

住
所
 

氏
名
 

様
 
 

101 
 
 
 
 
 
 
106  

(県
税
事
務
所
送
付
用
) 

 

福
岡

県
 

 
県
税
事
務
所
 

 
 

 
 

 
 

 

 
取
引
店
 

 
上
記
金
額
を
受
領
し
た
の
で

通
知
し
ま
す
。
 

  
取
り
ま
と
め
局
 
〒
812―

8794  
 
福
岡
貯
金
事
務
セ
ン
タ
ー
 

 受
付
局
→
取
り
ま
と
め
局
→
加
入
者

(金
融
機
関
保
管
用
) 

 
 
 
 
上
記
の
と
お
り
領
収
し
ま
し
た
。
 

 
 
自
動
車
税
納
税
証
明
書
(継
続
検
査
用
) 

 
 
有
効
期
限
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

 
 
領
収
印
の
な
い
も
の
又
は
有
効
期
限
が
＊
＊
で
抹
消
し
て
あ

る
も
の
は
納
税
証
明
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
 

 
 
納
付
場
所
は
裏
面
に
記
載
し
て
い
ま
す
。
 

(納
税
者
交
付
用
) 
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第３号様式その３の５ (第６条関係)

自動車税納税通知書(一括納付用) 
住所又は所在地 
氏名又は名称                       様 

区 分               年度自動車税 
登 録 番 号         別添納付書一覧表のとおり 
合 計 税 額 円 
納 期 限             年   月   日 

 

備 考   

 

上記のとおり別添納付書により納付してください。 
   年   月   日 

福岡県   県税事務所長  印 

    

納付場所  福岡県指定金融機関、福岡県収納代理金融機関、九州内の郵便局（沖縄県を
除く）、福岡県の各県税事務所 

法的根拠  地方税法第145条、福岡県税条例第48条 
不服申立  1 この処分に不服があるときは、この通知書を受け取つた日の翌日から起

算して60日以内に、行政不服審査法第4条の規定により福岡県知事に審査請
求をすることができます。 

       なお、この審査請求書は、正、副2通を提出しなければなりませんが、な
るべく所轄県税事務所長を経由して提出することとしてください。 

      2 この処分の取消しの訴えは、上記1の審査請求に対する裁決を経た後でな
ければ提起することができません。審査請求の裁決を経た後は、その裁決
があつたことを知った日の翌日から起算して6か月以内に福岡県を被告と
して(代表者は福岡県知事となります。)この処分の取消しの訴えを提起す
ることができます。ただし、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する場
合には、審査請求に対する裁決を経ないで、この処分の取消しの訴えを提
起することができます。 

       (1) 審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき。 
       (2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避ける

ため緊急の必要があるとき。 
       (3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 
延滞金   納期限後に納付(入)する場合には、次の例により1台毎の延滞金を計算して

本税と併せて納付してください。 
      納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については特例基準割合を、

それ以降は納付の日までの期間の日数に応じて年14.6％の割合を乗じて得た
額となります。 

      なお、1件の税額が2,000円未満であるとき、又は延滞金額が1,000円未満で
あるときは、延滞金を納める必要はありません。 

      
 
 
 
 
その他   ご不明の点のあるときは、所轄の県税事務所に問い合わせてください。 
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第
３
号
様
式
そ
の
３
の
６
(第
６
条
関
係
)

  
納
付
書
一
覧
表
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
御
中
 

納
付
事
務
所
 
 
県
税
事
務
所
 

  
法
定
納
期
限
 
 
 
 
 
 
年
 
 
 
 
月
 
 
 
 
日
 

 

連
番
 

調
定
事
務
所
 

件
数
 

金
額
 
 
 
 
円
 

納
税
証
明
書
交
付
番
号
 

備
考
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

合
計
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第
３
号
様
式
そ
の
３
の
７
(第
６
条
関
係
)

 

納
付

書
一

覧
表
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
御
中
 

納
付
事
務
所
 

調
定
事
務
所
 

納
期
限
 

 
 

 
 

 
 

 連
番
 

登
録
番
号
 

税
額
 

備
考
 

連
番
 

登
録
番
号
 

税
額
 

備
考
 

連
番
 

登
録
番
号
 

税
額
 

備
考
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第
３
号
様
式
そ
の
４
の
１
(第
６
条
関
係
)

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様
 

            
電
話
番
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
福
岡
県
 
鉱
区
税
納
税
通
知
書
 
兼
 
領
収
証
書
 

 
 
 

 
福
岡
県
 
鉱
区
税
納
入
済
通
知
書
 

 
 

 
 

 
 

1 c♯
 

82 
 
 

福
岡
県
 
鉱
区
税
 

納
付
書
 

鉱
区

税
 課
税
年
度
 
年
度

年
度
 

分
 
税

額
 

円

加
入
者
名
 福
岡
県
 

県
税
事
務
所
出
納
員
 

口
座

番
号
  
 

合
計

金
額
 

円
 
加
入
者
名
 

口
座
番
号
 福
岡
県
 
 
 
 
 
県
税
事
務
所
出
納
員
 

登
録
番
号
 

(整
理
番
号
) 

権
登
録
 
第
 
 
 
号
 
 
 

( 
 
 
 
 
 
) 
 
 
 
 
延
滞
金
額
 

円
 

年
度
 

 
 

年
度
  
 

税
目
 3 

登
録

番
号
 5 
 
 
 
 
  
 
16 実

績
年
月
 17 

 
 
 
 
 
23連

番
 24 

課
税
標
準
 

税
率
 
円
課
税
月
数
 
月
分
 
合
計
金
額
 

円

 

調
定
事
由
 26 

CD 
28 

課
税

年
度
 29 

納
付

事
由
 32 

課
税
県
税
 33 

納
期
限
  
 

 

 
 

 

納
期
限
 

年
 
 
月
 
 
日

 

住
所
  
 

 
 

税
額

円
 

 
 
 

 
 

延
滞
金
額

円
 

 

氏
名
 

様
 

上
記
の
金
額
を
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。
 

合
計
金
額

円
 

 
 税

額
 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円
 

課
税
事
務
所
 

領
収
日
付
印
 

年
 
 
月
 
 
日
  

福
岡
県
 
 
 
 
県
税
事
務
所
長
  
 

 

延
滞
金
額
 46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円
 

氏
名
 

 
様
 

合
計
金
額
 90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円
 福
岡
県
 

県
税
事
務
所
 

上
記
の
と
お
り
領
収
し
ま
し
た
。
 
 
 

 
登
録

番
号
 
 
 

領
収
日
付
印
 

課
税
事
務
所
 

領
収
日
付
印
 

 

住
所
 

氏
名
 

様
 
 

101 
 
 
 
 
 
 
106  

(県
税
事
務
所
送
付
用
) 

 

福
岡

県
 

 
県
税
事
務
所
 

 
 

 
  
 

 
 

 

 
取
引
店
 

 
上
記
金
額
を
受
領
し
た
の
で

通
知
し
ま
す
。
 

  
取
り
ま
と
め
局
 
〒
812―

8794  
 
福
岡
貯
金
事
務
セ
ン
タ
ー
 

 受
付
局
→
取
り
ま
と
め
局
→
加
入
者

(金
融
機
関
保
管
用
) 

 
 
納
付
場
所
は
裏
面
に
記
載
し
て
い
ま
す
。
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
(納
税
者
交
付
用
) 
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第
３
号
様
式
そ
の
４
の
２
(第
６
条
関
係
)

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様
 

           
電
話
番
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
福
岡
県
 
鉱
区
税
納
税
通
知
書
 

課
税
年
度
 

 
 
 
 
年
度
 

登
録
番
号
 

権
登
録
 
第
 
 
 
 
号
 

( 
 
 
 
 
 
 
 
 
) 

 
鉱
区
税
の
連
帯
納
税
義
務
に
つ
い
て
(お
知
ら
せ
) 

  
 
こ
の
納
税
通
知
書
は
あ
な
た
が
共
同
で
取
得
さ
れ
た
鉱
業
権
に
対
し
、
課
税
さ
れ
る
鉱
区
税
用
の
通
知
書
で
す
。
共

同
鉱
業
権
者
は
連
帯
納
税
義
務
者
と
な
り
ま
す
の
で
同
じ
税
額
を
そ
れ
ぞ
れ
通
知
し
て
お
り
ま
す
。
つ
い
て
は
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様
に
送
付
し
ま
し
た
納
付
書
に
記
載
さ
れ
た
税
額
を
次
の
方
と
ご
相
談
の
上
、
納

期
限
ま
で
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。
 

年
度
・
分
 

年
度
 
 
 
 
 
 
 
分
 

課
税
標
準
 
 
 

税
率
 

円
 

住
所
 

氏
名
 

住
所
 

氏
名
 

課
税
月
数
 

月
分
 

住
所
 
 
 

住
所
 

氏
名
 

住
所
 

氏
名
 

 

氏
名
 

様
  

 
 

住
所
 

氏
名
 

住
所
 

氏
名
 

税
額
 
 
 

 

納
期
限
 

 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

 

住
所
 

氏
名
 

住
所
 

氏
名
 

 
上
記
の
税
額
を
共
同
取
得
者
の
方
々
と
御
相
談
の
上
、
納
期
限
ま
で
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
 住
所
 

氏
名
 

住
所
 

氏
名
 

 

年
 
 
月
 
 
日
 

福
岡
県
 
 
 
 
 
 
県
税
事
務
所
長
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第
３
号
様
式
そ
の
５
(第
６
条
関
係
)

(第
1紙
) 

(第
2紙
) 

(第
3紙
) 

1 
(県
税
) 
狩
猟
税
納
税
通
知
書
・
領
収
証
書
 
公
 
 
 

2 
(県
税
) 

納
付
書
・
郵
便
振
替
依
頼
書
 

公
 
 
 

3 
(県
税
) 

領
収
済
通
知
書
 

公
 
 
 

年
度
 

税
率
(税
額
) 

福
岡
公
 
 
番
 
加
入
者
 
福
岡
県
 
 
県
税
事
務
所
 

出
納
員
 

福
岡
公
 
 
番
 
加
入
者
 
福
岡
県
 
 
県
税
事
務
所
 

出
納
員
 

狩
猟

税
 

円
 

年
度
 

狩
猟

税
 

年
度
 

狩
猟

税
 

(住
所
・
氏
名
) 

第
 
 
 
 
 
号
 

(住
所
・
氏
名
) 

第
 
 
 
 
 
号
 

(住
所
・
氏
名
) 

第
 
 
 
 
 
号
 

様
 
 

様
 
 

様
 
 

狩
猟

税
 
万
 
千
 
百
 
十
 
円
 

狩
猟

税
 
万
 
千
 
百
 
十
 
円
 

狩
猟

税
 
万
 
千
 
百
 
十
 
円
 

延
滞

金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

延
滞

金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

延
滞

金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

合
計

額
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

合
計

額
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

合
計

額
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

納
期

限
 

年
 
月
 
日
 

納
期

限
 

年
 
月
 
日
 

納
期

限
 

年
 
月
 
日
 

郵
便
振
替
依
頼
書
 

 
上
記
の
と
お
り

領
収
し
ま
し
た
か

ら
通
知
し
ま
す
。
 

 
 
上
記
の
金
額
を
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

福
岡
県
 
 
 
県
税
事
務
所
長
 
 
印
 
 
 
 

 

 
上
記
の
と
お
り
納

付
し
ま
す
。
 

取
引
店
 

福
岡
銀
行
 

  
支
店
 
領
収
日
付
印
 

領
収
日
付
印
 

 
上
記
の
と
お
り
領

収
し
ま
し
た
。
 

領
収
日
付
印
 

 
上
記
金
額
を
私
名
義
の
下
記

口
座
か
ら
払
い
出
し
、
納
付
し
て

く
だ
さ
い
。
 

 
年
 
 
月
 
 
日
 
 

 払
出
請
求
人
 

氏
名
 

 
印
 
 

 

納
付
場
所
 

 
福
岡
県
指
定
金
融
機
関
 

 
福
岡
県
収
納
代
理
金
融
機
関
 

 
九
州
内
の
郵
便
局
（
沖
縄
県
を

除
く
）
 

 
福
岡
県
の
各
県
税
事
務
所
 

  
詳
し
く
は
第
２
紙
の
裏
面
を

御
覧
く
だ
さ
い
。
 

 
 

 
 

払
出
口
座

番
号
 
 
 

 
 

 
 

取
り
ま
と
め

郵
便
局
 

郵
便
局
 

 (郵
便
番
号
 
 
) 
 
 

 

(裏
面
を
よ
く
お
読
み
く
だ
さ
い
。
) 
 (納
税
者
交
付
用
) 

(金
融
期
間
保
管
用
) 

(県
税
事
務
所
送
付
用
) 
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第
３
号
様
式
そ
の
６
(第
６
条
関
係
)

 
 

(第
1紙
) 

(第
2紙
) 

(第
3紙
) 

○
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

 
○
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

○
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
県
税
 
 
 

 
 
県
税
 
 
 

 
 
県
税
 
 
 

 
 

 
 

 
分
  
 
 
納
付
書
・
郵
便
振
替
依
頼
書
 
 
公
 

 
分
  
 
 
領
収
済
通
知
書
 
 
公
 

 
固
定
資
産
税
納
税
通
知
書
・
領
収
証
書
 
 
公
 

 
 

 
 

年
度
 
課
税
標
準
額
 
税
率
 
年
税
額
 

定
期
分
 

円
 

100
1.4

 
円
 
福
岡
公
 
 
 
 
番
 加
入
者
 福
岡
県
 
 
 
県
税
事
務
所
出
納
員
 
福
岡
公
 
 
 
 
番
 加
入
者
 福
岡
県
 
 
 
県
税
事
務
所
出
納
員
 

1期
 
年
 
月
 
日
 
円
 3期
 

年
 
月
 
日
 
円
 

納付額

納期限 

2期
 
年
 
月
 
日
 
円
 4期
 

年
 
月
 
日
 
円
 

年
度
 
 
 

固
定
資
産
税
 

年
度
 
 
 

固
定
資
産
税
 

(住
所
・
氏
名
) 

第
 
 
 
 
号
 

(住
所
・
氏
名
) 

第
 
 
 
 
号
 

(住
所
・
氏
名
) 

第
 
 
 
 
号
 

様
 
 
  

様
 
 
  

様
 
 
  

税
額
 
百
 
十
 
万
 
千
 
百
 
十
 
円
 

税
額
 
百
 
十
 
万
 
千
 
百
 
十
 
円
 

税
額
 
百
 
十
 
万
 
千
 
百
 
十
 
円
 

延
滞
金
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

延
滞
金
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

延
滞
金
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

合
計
額
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

合
計
額
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

合
計
額
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

納
期
限
 

年
 
 
 
月
 
 
 
日
 
 
納
期
限
 

年
 
 
 
月
 
 
 
日
 
 
納
期
限
 

年
 
 
 
月
 
 
 
日
 
 

郵
便
振
替
依
頼
書
 

 
上
記
の
金
額
を
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。
 
 
 
印
 

 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
福
岡
県
 
 
 
県
税
事
務
所
長
 

 
上
記
の
と
お
り
納
付
し
ま

す
。
 

 
上
記
の
と
お
り
領
収
し
た

の
で
通
知
し
ま
す
。
 

領
収
日
付
印
 

取
引
店
 
福
岡
銀
行
 

 
 
 
 
支
店
 

領
収
日
付
印
 

 
上
記
の
と
お
り
領
収
し
ま

し
た
。
 

領
収
日
付
印
 

 
 
上
記
金
額
を
私
名
義
の

下
記
口
座
か
ら
払
い
出
し
、

納
付
し
て
く
だ
さ
い
。
 

年
 
 
月
 
 
日
 
 
 

 
払
出
請
求
人
 

 
氏

名
 
 
 
 
印
 

 

 
納
付
場
所
 

 
 
福
岡
県
指
定
金
融
機
関
 

 
 
福
岡
県
収
納
代
理
金
融
機
関
 

 
 
九
州
内
の
郵
便
局
（
沖
縄
県
を

除
く
）
 

 
 
福
岡
県
の
各
県
税
事
務
所
 

 
 

 
 
詳
し
く
は
第
２
紙
の
裏
面
を
御

覧
く
だ
さ
い
。
 

 
 

 
 

払
出
口
座

番
号
  
 

 
 

 
 

取
り
ま
と
め

郵
便

局
 

郵
便
局
 

(郵
便
番
号
 
 
 
) 

 
 

 

備考 第二期以降の分に使用する場合には、第一紙に代えて別紙を用いること。 
    

(裏
面
を
よ
く
お
読
み
く
だ
さ
い
。
) 
 
 
 
(納
税
者
交
付
用
) 

(金
融
機
関
保
管
用
) 
 

(県
税
事
務
所
送
付
用
) 
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(第
1紙
) 

○
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
県
税
 
 
 

 
 
 

分
  
 
領

収
証

書
 
 
 
公
 

 
 

年
度
 
 

固
定
資
産

税
 

(住
所
・
氏
名
) 

第
 
 
 
 
号
 

様
 
 
  

税
額
 
百
 
十
 
万
 
千
 
百
 
十
 
円
 

延
滞

金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

合
計

額
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

納
期

限
 

年
 
 
 
月
 
 
 
日
 
 

 
 
上
記
の
金
額
を
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。
 印
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 
福
岡
県
 
 
 
 
県
税
事
務
所
長
 
 
 
 
 

 
上
記
の
と
お
り
領
収
し

ま
し
た
。
 

領
収
日
付

印
 

 

  
納
付
場
所
 

 
 
 

 
 
福
岡
県
指
定
金
融
機
関
 

 
 
福
岡
県
収
納
代
理
金
融
機
関
 

 
 
九
州
内
の
郵
便
局
（
沖
縄
県
を

除
く
）
 

 
 
福
岡
県
の
各
県
税
事
務
所
 

  
 
詳
し
く
は
第
２
紙
の
裏
面
を
御

覧
く
だ
さ
い
。
 

 
 
 

 
 

 

(裏
面
を
よ
く
お
読
み
く
だ
さ
い
。
) 
 
 
 
(納
税
者
交
付
用
) 
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第３号様式その７ (第６条関係)

税 納 税 通 知 書 
住所又は所在地 
氏名又は名称                        様 

年度 税       

課 税 標 準 額 税 率 税 額 

円   円 

納 期 限 年    月    日    

 

備 考   

 

 上記のとおり納付してください。 
     年  月  日 

 
福岡県   県税事務所長  印   

納付場所  福岡県指定金融機関、福岡県収納代理金融機関、九州内の郵便局（沖縄
県を除く）、福岡県の各県税事務所 

法的根拠  地方税法第   条、福岡県税条例第  条 
不服申立て  1 この税の賦課について不服があるときは、この通知書を受け取った

日の翌日から起算して60日以内に福岡県知事に対して審査請求をする
ことができます。 

   なお、この審査請求書は、正、副2通を提出しなければなりません
が、なるべく所轄県税事務所長を経由して提出することとしてくださ
い。 

 2 この処分の取消しの訴えは、上記1の審査請求に対する裁決を経た後
でなければ提起することができません。審査請求の裁決を経た後は、
その裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に福岡
県を被告として(代表者は福岡県知事となります。)この処分の取消し
の訴えを提起することができます。ただし、次の(1)から(3)までのい
ずれかに該当する場合には、審査請求に対する裁決を経ないで、この
処分の取消しの訴えを提起することができます。 

  (1) 審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき。 
  (2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避

けるため緊急の必要があるとき。 
  (3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

延 滞 金  納期限後に納付(入)する場合には、次の例により延滞金を計算して本税
と併せて納付してください。 
 なお、1件の税額が2,000円未満であるとき、又は延滞金額が1,000円未
満であるときは、延滞金を納める必要はありません。 
  

そ の 他  ご不明の点のあるときは、所轄の県税事務所に問い合わせてください。 

 備考 この様式は、自動車取得税又は軽油引取税を普通徴収の方法によって徴収する場
合に使用すること。 
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第３号様式その８ (第６条関係)

県 た ば こ 税 納 税 通 知 書 
住所又は所在地 
氏名又は名称                        様 

年 度    
売渡し又は消費等の合計本数 ① 本 

課税標準額 
小売定価の合計額 ② 円 
従 量 割 ③   

税 率 
従 価 割 ④   
従 量 割 額(①×③) ⑤ 円 
従 価 割 額(②×④) ⑥ 円 税 額 
合 計(⑤＋⑥) 円 

 

備 考   

 

 上記のとおり納付してください。 
     年  月  日 

 
福岡県   県税事務所長 印   

納付場所  福岡県指定金融機関、福岡県収納代理金融機関、九州内の郵便局（沖縄
県を除く）、福岡県の各県税事務所 

法的根拠  地方税法第   条、福岡県税条例第  条 
不服申立て  1 この税の賦課について不服があるときは、この通知書を受け取った

日の翌日から起算して60日以内に福岡県知事に対して審査請求をする
ことができます。 

   なお、この審査請求書は、正、副2通を提出しなければなりません
が、なるべく所轄県税事務所長を経由して提出することとしてくださ
い。 

 2 この処分の取消しの訴えは、上記1の審査請求に対する裁決を経た後
でなければ提起することができません。審査請求の裁決を経た後は、
その裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に福岡
県を被告として(代表者は福岡県知事となります。)この処分の取消し
の訴えを提起することができます。ただし、次の(1)から(3)までのい
ずれかに該当する場合には、審査請求に対する裁決を経ないで、この
処分の取消しの訴えを提起することができます。 

  (1) 審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき。 
  (2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避

けるため緊急の必要があるとき。 
  (3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

延 滞 金  納期限後に納付(入)する場合には、次の例により延滞金を計算して本税
と併せて納付してください。 
 なお、1件の税額が2,000円未満であるとき、又は延滞金額が1,000円未
満であるときは、延滞金を納める必要はありません。 
  

そ の 他  ご不明の点のあるときは、所轄の県税事務所に問い合わせてください。  



第
三
号
の
二
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第３号の２様式その１ (第６条関係)

第    号 
年  月  日 

 
 

印      
    

福岡県    県税事務所長     
    

  

県 税 額 変 更 通 知 書 
 
   年  月  日付     税に係る納税通知書を下記のとおり変更したので通
知します。 
 1 この処分に不服があるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起算して60日
以内に行政不服審査法第4条の規定により福岡県知事に審査請求することができます。 

   なお、この審査請求書は、正、副2通を提出しなければなりませんが、なるべく所轄
県税事務所長を経由して提出することとしてください。 

 2 この処分の取消しの訴えは、上記1の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起
することができません。審査請求の裁決を経た後は、その裁決の送達を受けた日の翌
日から起算して6か月以内に福岡県を被告として(代表者は福岡県知事となります。)
この処分の取消しの訴えを提起することができます。 

   ただし、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する場合には、審査請求に対する裁
決を経ないで、この処分の取消しの訴えを提起することができます。 

  (1) 審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき。 
  (2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の

必要があるとき。 
  (3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

課税年度 期 別 納 税 通 知 書 番 号 税 目 

        

  当初の課税額 減額する額 減額後の額 

課 税 標 準 額 円 円 円 

税 額 円 円 円 

期分 円 

 

減 額 後 の 額 の 内 訳 
期分 円 

 

変更の理由 
 
 
注 
 1 この減額によって、すでに納付していただいた税金が納め過ぎになつた方には、別
途、還付又は充当の通知をします。 

 2 まだ納税されていない方は、減額後の額によって(税額によっては延滞金を加算のう
え)速やかに納付してください。 

 備考 減額の欄は朱書すること。 

福岡県 県税事務所長
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第
３
号
の
２
様
式
そ
の
２
削
除
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第
３
号
の
２
様
式
そ
の
３
(第
６
条
関
係
)

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様
 

        
電
話
番
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
福
岡
県
 
個
人
事
業
税
納
入
済
通
知
書
 

 
 

 
 

 
福
岡
県
 
個
人
事
業
税
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
兼
領
収
証
書
 

 
 

1
 

c♯
 

82
 
 
 

 
福
岡
県
 
個
人
事
業
税
 納
付
書
 

整
理
番
号
  
 

税
額
 

円
加
入

者
名
 福
岡
県
 

県
税
事
務
所
出
納
員
 

口
座

番
号
  
 

合
計

金
額
 

円
 

加
入
者
名
 

口
座
番
号
 福
岡
県
 
 
 
 
 
県
税
事
務
所
出
納
員
 

延
滞
金
額
 

円
年
度
  
 

税
目
 3 

整
理

番
号
 5 
 
 
 
 
  
 
16 所

得年 17 
 
 
 
 
 
23連

番
 24 

 

年
度
 

 
 

住
所
  
 

合
計
金
額
 

円

 
 

調
定

事
由
 26 

CD 
28 

課
税

年
度
 29 

納
付

事
由
 32 

課
税

県
税
 33 

納
期
限
  
 

 

 
 

氏
名
 

様
  

納
期
限
 

年
 
 
月
 
 
日
 

 
 

税
額
 

円

課
税
年
度
 

 
 
年
度
 

 
 
 
 
 

延
滞
金
額
 

円
所

得
年
 

 
 
年
度
 

 

合
計
金
額
 

円
 
 

(ア
) 

円
 

税
額
 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円

課
税
事
務
所
 

領
収
日
付
印
 

延
滞
金
額
 46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円

(イ
) 

円
 

合
計
金
額
 90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円
福
岡
県
 

県
税
事
務
所
 

氏
名
 

 
様

(ウ
)＝
(ア
)－
(イ
) 

円
 

 
整
理

番
号
 

 
 

既
に
納
付
し
て
い
る

税
額
(エ
) 

円
   
 
 
個
人
事
業
税
担
当
 

  
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

  
福
岡
県
 
 
県
税
事
務
所
長
 

   
上
記
の
と
お
り
領
収
し
ま
し
た
。
 

 

 

住
所
 

氏
名
 

様
課
税
事
務
所
 

領
収
日
付
印
 

領
収
日
付
印
 

差
引
納
付
す
べ
き
税

額
(ウ
)－
(エ
) 

円
 

 
 101 

 
 
 
 
 
 
106  

 

理
由
 

円
  

(県
税
事
務
所
送
付
用
) 

 

福
岡

県
 

 
県
税
事
務
所
 

 
 

 
 

 
 

 
取
引
店
 

 
上
記
金
額
を
受
領
し
た
の

で
通
知
し
ま
す
。
 

 
取
り
ま
と
め
局
 
〒
812―

8794 
 
福
岡
貯
金
事
務
セ
ン
タ
ー
 

 
受
付
局
→
取
り
ま
と
め
局
→
加
入
者

(金
融
機
関
保
管
用
) 

 
 
上
記
の
と
お
り
個
人
事
業
税
を
変
更
し
ま
し
た
の
で
、
お
知
ら
せ

し
ま
す
。
 

 
 
な
お
、
差
引
納
付
す
べ
き
税
額
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
税
額
(税

額
に
よ
っ
て
は
、
延
滞
金
を
加
算
の
上
)を
こ
の
納
付
書
で
裏
面
記

載
の
納
付
場
所
に
お
い
て
、
速
や
か
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
 
既
に
納
め
ら
れ
て
い
る
場
合
は
、
行
き
違
い
で
す
の
で
ご
了
承
く

だ
さ
い
。
 

(納
税
者
交
付
用
) 
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第
３
号
の
２
様
式
そ
の
４
削
除

 



� � � � ���������� �	� 
���� ��� ��

第
３
号
の
２
様
式
そ
の
５
(第
６
条
関
係
)

(第
1紙
) 

(第
2紙
) 

(第
3紙
) 

郵
便
は
が
き
 

県
税
額
変
更
通
知
書
 

 
税

目
 
課
税
番
号
 課
税
年
度
 課
税
区
分
 不
動
産
区
分
 

 
不
動
産
取
得
税
  
 

 
 

 
 

 
 

 
   

 
 

 
 

変
更
前
の
額
 

円

差
引
額
 

円

変
更
後
の
額
 

円

 
 

 
 

申
請
年
月
日
 

年
 
 
月
 
 
日
 

決
議
年
月
日
 

年
 
 
月
 
 
日
 

 
 

変
更
の
理
由
等
 

 
 

 
        

様
 

 
県
税
額
変
更
通
知
書
 
親
展
 

      
 
 
 
福
岡
県
 
 
 
 
県
税
事
務
所
長
 

  
 
 
 
 
電
話
 

  
 

 
 

 
 
・
点
線
部
を
矢
印
方
向
に
折
り
曲
げ
て
か
ら
ゆ

っ
く
り
は
が
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
    
上
記
の
と
お
り
、
不
動
産
取
得
税
の
税
額
を
変
更
し
ま
し
た
の
で

通
知
し
ま
す
。
 

  
年
 
 
月
 
 
日
 

 
福
岡
県
 
 
 
県
税
事
務
所
長
 
 
 
 
 
 

  
 
注
意
事
項
 

 
納
付
に
つ
い
て
 

 
 
ま
だ
納
付
さ
れ
て
い
な
い
方
は
、
変
更
後
の
額
に
よ
っ
て
(税

額
に
よ
っ
て
は
延
滞
金
を
加
算
の
上
)速
や
か
に
納
付
し
て
く
だ

さ
い
。
 

 
不
服
申
立
に
つ
い
て
 

 
1 
こ
の
税
の
賦
課
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
通
知

書
を
受
け
取
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
60日
以
内
に
、
行

政
不
服
審
査
法
第
4条
の
規
定
に
よ
り
、
福
岡
県
知
事
に
対
し

審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
 

 
 
 な
お
、
そ
の
際
、
審
査
請
求
書
は
正
副
2通
を
提
出
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
な
る
べ
く
所
轄
県
税
事
務
所
長
を
経
由

し
て
提
出
す
る
こ
と
と
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
2 
こ
の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
上
記
1の
審
査
請
求
に
対

す
る
裁
決
を
経
た
後
で
な
け
れ
ば
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
。
審
査
請
求
の
裁
決
を
経
た
後
は
、
そ
の
裁
決
の
送
達
を

受
け
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
6ヶ
月
以
内
に
福
岡
県
を
被

告
と
し
て
(代
表
者
は
福
岡
県
知
事
と
な
り
ま
す
。
)こ
の
処
分

の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、

次
の
(1)か

ら
(3)ま

で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、

審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
を
経
な
い
で
、
こ
の
処
分
の
取
消
し

の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
 

 
 
(1) 

審
査
請
求
が
あ
っ
た
日
か
ら
3ヶ
月
を
経
過
し
て
も
裁

決
が
な
い
と
き
。
 

 
 
(2) 

処
分
、
処
分
の
執
行
又
は
手
続
き
の
続
行
に
よ
り
生
じ

る
著
し
い
損
害
を
避
け
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と

き
。
 

 
 
(3) 

そ
の
他
裁
決
を
経
な
い
こ
と
に
つ
き
正
当
な
理
由
が

あ
る
と
き
。
 

 

(用
紙
 
 
各
紙
と
も
縦
 
14.8cm横

10cm) 



� � � � ���������� �	� 
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第
３
号
の
２
様
式
そ
の
６
(電
算
用
)
(第
６
条
関
係
)

 
 
(第
1紙
) 

 
 
(第
2紙
) 

(第
3紙
) 

 
 

 
 

 
 
 

 
福
岡
県
 
自
動
車
税
納
入
済
通
知
書
 

 
 

 
 
福
岡
県
 
自
動
車
税
県
税
額
変
更
通
知
書
 
兼
 
領
収
証
書
 

 
 

 1 
c# 
82 

 
 

  
福
岡
県
 
自
動
車
税
 
納
付
書
 

登
録
番
号
 
 
 

税
額
 

円
 

加
入

者
名
 
福
岡
県
 

県
税
事
務
所
出
納
員
 

口
座

番
号
 
 
 

合
計

金
額
 

円
 

加
入
者
名

口
座
番
号
 

福
岡
県
 
 
 
 
県
税
事
務
所
出
納
員
 

住
所
 
 
 

延
滞
金
額
 

円
 

年
度
 
 
 

税
目
 
3 

登
録

番
号
 
5 
 
 
  
 
 
16 

実
績

年
分
 
17 

 
 
 
 
 
23 

連
番
 
24 

 

実
績
年
分
 

年
度
 

 

氏
名
 

様
 

合
計
金
額
 

円
 

 

調
定

事
由
 
26 

CD 
28 

課
税

年
度
 
29 

納
付

事
由
 
32 

課
税

県
税
 
33 

納
期
限
 
 
 

 

 
 

課
税
年
度
 

年
度
 

 

納
期
限
 

年
 
 
月
 
 
日
 

 

 
 

税
額
 

円
 

実
績
年
分
 

年
度
 

当
初
の
課
税
額
(イ
) 

円
 

 
 
 

 
 

延
滞
金
額
 

円
 

差
引

額
(ロ
) 

円
 

合
計
金
額
 

円
 

変
更
後
の
額
 

(ハ
)＝
(イ
)－
(ロ
) 

円
 

 
 

既
に
納
付
し
て
い
る

額
(ニ
) 

円
 

税
額
 
35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円
 

課
税
事
務
所
 

領
収
日
付
印
 

延
滞
金
額
 
46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円
 

氏
名
 

  
様
 

差
引
納
付
す
べ
き
額
 

(ホ
)＝
(ハ
)－
(ニ
) 

円
 

合
計
金
額
 
90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円
 
福
岡
県
 

県
税
事
務
所
 

 

変
更

理
由
 

年
 
月
 
日
 
 

 
 

登
録

番
号
 

 
 

 
 

 

住
所
 

氏
名
 
 

様
 

課
税
事
務
所
 

領
収
日
付
印
 

領
収
日
付
印
 

101 
 
 
 
 
 
 
 
106 

 

 
 

(県
税
事
務
所
送
付
用
) 

 

 

福
岡
県
 

 
 
県
税
事
務
所
 

 
 

 

 
上
記
登
録
の
自
動
車
税
を
変
更
し
ま
し
た
の
で
通
知
し
ま

す
。
 

な
お
、
差
引
納
付
す
べ
き
額
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
税
額
(税

額
に
よ
っ
て
は
、
延
滞
金
を
加
算
の
上
)を
裏
面
記
載
の
納
付

場
所
に
お
い
て
、
速
や
か
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
既
に
納
め
ら
れ
て
い
る
場
合
は
、
行
き
違
い
で
す
の
で
ご

了
承
く
だ
さ
い
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 
 
 
 
 
 
福
岡
県
 
 
県
税
事
務
所
長
 
 
 
印
 

 
 

 

 
取
引
店
 

 
上
記
金
額
を
受
領
し
た
の
で
通
知
し

ま
す
。
 

取
り
ま
と
め
局
 
〒
812―

8794 
福
岡
貯
金
事
務
セ
ン
タ
ー
 

受
付
局
→
取
り
ま
と
め
局
→
加
入
者
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(金
融
機
関
保
管
用
) 

裏
面
の
注
意
事
項
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。
 

(納
税
者
交
付
用
) 

 

 



� � � � ���������� �	� 
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第
３
号
の
２
様
式
そ
の
７
(第
６
条
関
係
)

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様
 

              
電
話
番
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
福
岡
県
 
鉱
区
税
県
税
額
変
更
通
知
書
 
兼
 
領
収
証
書
 

 
 
 

 
福
岡
県
 
鉱
区
税
納
入
済
通
知
書
 

 
 

 
 

 
 

1 c♯
 

82 
 
 

 
福
岡
県
 
鉱
区
税
 
納
付
書
 

鉱
区

税
 課
税
年
度
 
年
度
 

年
度
 

分
 
税

額
 

円
 

加
入
者
名
 福
岡
県
 

県
税
事
務
所
出
納
員
 

口
座

番
号
  
 

合
計

金
額
 

円
 

加
入
者
名
 

口
座
番
号
 福
岡
県
 
 
 
 
 
県
税
事
務
所
出
納
員
 

登
録
番
号
 

(整
理
番
号
) 

権
登
録
 
第
 
 
 
号
 
 
 

( 
 
 
 
 
 
) 
 
 
 
 
延
滞
金
額
 

円
 

 

年
度
 

 
 

年
度
  
 

税
目
 3 

登
録

番
号
 5 
 
 
 
 
  
 
16実

績
年
月
 17 

 
 
 
 
 
23連

番
 24 

課
税
標
準
 

税
率
 
円
 課
税
月
数
 
月
分
 
合
計
金
額
 

円
 

 

調
定
事
由
 26 

CD  
28 

課
税

年
度
 29 

納
付

事
由
 32 

課
税

県
税
 33 

納
期
限
  
 

 

 
 

 

納
期
限
 

年
 
 
月
 
 
日
  

住
所
  
 

 
 

税
額
 

円
 

 
 
 

 
 

延
滞
金
額
 

円
 

 

氏
名
 

様
 

 
上
記
の
金
額
を
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。
 

合
計
金
額
 

円
 

 
 税

額
35 

円
課
税
事
務
所
 

領
収
日
付
印
 

年
 
 
月
 
 
日
  

福
岡
県
 
 
 
 
県
税
事
務
所
長
  
 

 

延
滞
金
額
46 

円

氏
名
 

 
様
 

合
計
金
額
90 

円
福
岡
県
 

県
税
事
務
所
 

上
記
の
と
お
り
領
収
し
ま
し
た
。
 
 

登
録
番
号
  
 

領
収
日
付
印
 

課
税
事
務
所
 

領
収
日
付
印
 

 

住
所
 

氏
名
 

様
 

 
 

101 
 
 
 
 
 
 
106   

(県
税
事
務
所
送
付
用
) 

 

福
岡

県
 

 
県
税
事
務
所
 

 
 

 
  
 

 
 

 

 
取
引
店
 

 
上
記
金
額
を
受
領
し
た
の
で

通
知
し
ま
す
。
 

  
取
り
ま
と
め
局
 
〒
812―

8794 
 
福
岡
貯
金
事
務
セ
ン
タ
ー
 

 受
付
局
→
取
り
ま
と
め
局
→
加
入
者

(金
融
機
関
保
管
用
) 

 
 
納
付
場
所
は
裏
面
に
記
載
し
て
い
ま
す
。
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
(納
税
者
交
付
用
) 

 



� � � � ���������� �	� 
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第
３
号
の
２
様
式
そ
の
８
(第
６
条
関
係
)

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様
 

            
電
話
番
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
◎
自
動
車
の
登
録
手
続
き
は
お
早
め
に
 

  
 
 
自
動
車
税
は
、
毎
年
4月
1日
現
在
運
輸
支
局
又
は
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所
に
登
録
さ

れ
て
い
る
自
動
車
に
つ
い
て
、
そ
の
所
有
者
(売
主
が
所
有
権
を
保
留
し
て
い
る
場
合
は
、

買
主
)に
課
税
さ
れ
ま
す
。
 

 
 
 
自
動
車
を
他
人
に
譲
渡
し
た
り
、
下
取
り
に
出
し
た
場
合
、
又
は
自
動
車
を
使
用
し
な

く
な
っ
た
場
合
に
は
、
早
め
に
運
輸
支
局
又
は
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所
で
登
録
(移
転
・

抹
消
)を
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
 
 
そ
の
手
続
き
を
し
な
い
と
毎
年
自
動
車
税
が
課
税
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
 

 
 
 
ま
た
、
住
所
が
変
わ
っ
た
場
合
も
、
早
め
に
運
輸
支
局
又
は
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所

で
住
所
変
更
の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。
 

  
 
◎
身
体
障
害
者
の
方
が
使
用
さ
れ
る
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
自
動
車
税
が
減
免
さ
れ
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
県
税
事
務
所
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。
 

 
 

 
福
岡
県
 
自
動
車
税
県
税
額
変
更
通
知
書
 
兼
 
領
収
証
書
 

 
  
 

 
福
岡
県
 
自
動
車
税
納
入
済
通
知
書
 

 
 

 
 

 
 

1 c♯
 

82 
 
 

 
福
岡
県
 
自
動
車
税
 
納
付
書
 

登
録
番
号

 
 
税

額
 

円

加
入
者
名
 福
岡
県
 

県
税
事
務
所
出
納
員
 

口
座

番
号
  
 

合
計

金
額
 

円
 
加
入
者
名
 

口
座
番
号
 福
岡
県
 
 
 
 
 
県
税
事
務
所
出
納
員
 

住
所

 
 
延
滞
金
額
 

円
 

実
績
年
分
 

年
度
 

 
 

年
度
  
 

税
目
 3 

登
録

番
号
 5 
 
 
 
 
  
 
16 実

績
年
分
 17 

 
 
 
 
 
23連

番
 24 

合
計
金
額
 

円
氏

名
様
 

 
 調
定
事
由
 26 

CD 
28 

課
税

年
度
 29 

納
付

事
由
 32 

課
税
県
税
 33 

納
期
限
  
 

 

 
 

課
税
年
度

年
度
 

 

納
期
限
 

年
 
 
月
 
 
日

 
 

実
績
年
分

年
度
 

 
 

税
額

円
 

当
初
の
課
税
額
(イ
) 

円
差
引
額
 
 
 
(ロ
) 

円
 
  
 

 
 

延
滞
金
額

円
 

 

変
更
後
の
額
 

(ハ
)＝
(イ
)－
(ロ
)  

円
合
計
金
額

円
 

 
 

既
に
納
付
し
て
い
る

額
(ニ
) 

円

税
額
 35 

円
課
税
事
務
所
 

領
収
日
付
印
 

延
滞
金
額
 46 

円

氏
名
 

 
様
 

差
引
納
付
す
べ
き
額
 

(ホ
)＝
(ハ
)－
(ニ
) 

円

合
計
金
額
 90 

円
福
岡
県
 

県
税
事
務
所
 

登
録
番
号
  
 

 
変
更

理
由

 
年
 
月
 
日
 
 

 
 

 
 

課
税
事
務
所
 

領
収
日
付
印
 

領
収
日
付
印
 

 
 住
所
 

氏
名
 

様
 
 

101 
 
 
 
 
 
 
106  

(県
税
事
務
所
送
付
用
) 

 

福
岡

県
 

 
県
税
事
務
所
 

 
 

 
  
 
上
記
登
録
の
自
動
車
税
を
変
更
し
ま
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。
 

 
な
お
、
差
引
納
付
す
べ
き
額
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
税
額
(税
額
に
よ

っ
て
は
、
延
滞
金
を
加
算
の
上
)を
裏
面
記
載
の
納
付
場
所
に
お
い
て

速
や
か
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
 
既
に
納
め
ら
れ
て
い
る
場
合
は
、
行
き
違
い
で
す
の
で
ご
了
承
く
だ

さ
い
。
 

年
 
 
月
 
 
日
 

福
岡
県
 
 
 
 
 
県
税
事
務
所
長
 

 
 

 
 

 
取
引
店
 

 
上
記
金
額
を
受
領
し
た
の
で

通
知
し
ま
す
。
 

  
取
り
ま
と
め
局
 
〒
812―

8794  
 
福
岡
貯
金
事
務
セ
ン
タ
ー
 

 受
付
局
→
取
り
ま
と
め
局
→
加
入
者

(金
融
機
関
保
管
用
) 

 
 
裏
面
の
注
意
事
項
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
(納
税
者
交
付
用
) 



第
一
六
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第
16号
様
式
(第
13条
関
係
)

 
(第
1紙
) 

(第
2紙
) 

(第
3紙
) 

1 
2 

1 
 
 

3 
1 

 
 

 
県
税
 

領
収
証
書
 

 
 
 
 
県
税
 

納
入
(付
)書
・
郵
便
振
替
依
頼
書
 
c＃
  
  
 
 
 
県
税
 

領
収
済
通
知
書
 

c＃
  
  
 
 

 
 

 
 

82  
 

 
 

82  
 

 
 

加
入
者
 福
岡
県
 
県
税
事
務
所
出
納
員
 

 
 

加
入
者
 福
岡
県
 
県
税
事
務
所
出
納
員
 

 
 

加
入
者
 福
岡
県
 
県
税
事
務
所
出
納
員
 

税
目
  

税
目
コ
ー
ド
  
 

税
目
 

 
 

税
目
コ
ー
ド
 3 

税
目
 

 
 

税
目
コ
ー
ド
 3 

 
 

 
 

 
 

年
度
  
 

 
 

年
度
 
 
 

 
 

年
度
  
 

 
 

課
税
番
号
 

 
 

課
税
番
号
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
16 

課
税
番
号
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
16 

年
月

分
 

連
番
 
調
事
 
CD 

課
年
 
納
事
 
課
県
 

年
月

分
 
連
番
 
調
事
 
CD 

課
年
 
納
事
 
課
県
 

年
月

分
 
連
番
 
調
事
 
CD 

課
年
 
納
事
 
課
県
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
17 

24 
 
26 28 

 
29 

32 
33 

 
 
17 

24 
 
26 28 

 
29 

32 
33 

 

税
額
  
 

 
 

 
 

円
 

税
額
 35 

 
 

 
 

45 
円
 

税
額
 35 

 
 

 
 

45 
円
 

延
滞

金
  
 

 
 

 
 

円
 

延
滞

金
 46 

 
 

 
 

56 
円
 

延
滞

金
 46 

 
 

 
 

56 
円
 

過
少
申
告
加
算
金
  
 

 
 

 
 

円
 

過
少
申
告
加
算
金
 57 

 
 

 
 

67 
円
 

過
少
申
告
加
算
金
 57 

 
 

 
 

67 
円
 

不
申
告
加
算
金
  
 

 
 

 
 

円
 

不
申
告
加
算
金
 68 

 
 

 
 

78 
円
 

不
申
告
加
算
金
 68 

 
 

 
 

78 
円
 

重
加

算
金
  
 

 
 

 
 

円
 

重
加

算
金
 79 

 
 

 
 

89 
円
 

重
加

算
金
 79 

 
 

 
 

89 
円
 

合
計
  
 

 
 

 
 

円
 

合
計
 90 

 
 

 
 

100 
円
 

合
計
 90 

 
 

 
 

100 
円
 

 

納
期

限
 

年
 
 
月
 
 
日
  
 

納
期

限
 

年
 
 
月
 
 
日
  
 

納
期

限
 

年
 
 
月
 
 
日
  

 
 

 
郵
便
振
替
依
頼
書
 
払
出
口
座
番
号
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
上
記
の
と
お
り
領
収
し
ま
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。
 

 
取
引
店
／
福
岡
銀
行
 

 
支
店
 

 

 
取
り
ま
と
め
局
 

  
〒
 

 
 

 
 
上
記
の
と
お
り
領
収
し
ま
し
た
。
 

   
 
納
入
(付
)場
所
 

  
 
 
 
納
入
(付
)場
所
に
つ
い
て
は
、

裏
面
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
 

領
収
日
付
印
 

 
 
 
 
上
記
の
金
額
を
私
名
義
の
口
座
か

ら
払
出
し
、
納
入
(付
)し
て
く
だ
さ

い
。
 
年
 
月
 
日
 

 
 
払
出
請
求
人
氏
名
 
 
 
 
印
 

  
 
福
振
第
3号
承
認
 

領
収
日
付
印
 

101 
 
 
 
 
 106   

 
 

領
収
日
付
印
 

101 
 
 
 
  
106   

(納
税
者
交
付
用
) 
 

(金
融
機
関
保
管
用
)  

受
付
局
→
取
り
ま
と
め
局
→
加
入
者
 
 
(県
税
事
務
所
送
付
用
) 



第
十
六
号
の
二
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第
16号
の
２
様
式
(第
13条
関
係
)

(第
1紙
) 

(第
2紙
) 

(第
3紙
) 

 
 

 
 

 
 

県
税
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
県
税
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
県
税
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 

領
収

証
書
 

納
入
(付
)書
・
郵
便
振
替
依
頼
書
 

領
収
済
通
知
書
 

福
岡
公
 
番
 
加
入
者
 福
岡
県
 
県
税
事
務
所
出
納
員
 

福
岡
公
 
番
 加
入
者
 福
岡
県
 
県
税
事
務
所
出
納
員
 

福
岡
公
 
番
 加
入
者
 福
岡
県
 
県
税
事
務
所
出
納
員
 

年
度
 
 

年
度
 
 

年
度
 
 

税
目
 

特
別
地
方
消
費
税
 

税
目
 

特
別
地
方
消
費
税
 

税
目
 

特
別
地
方
消
費
税
 

(住
所
・
氏
名
) 
登
録
番
号
 

(住
所
・
氏
名
) 
登
録
番
号
 

(住
所
・
氏
名
) 
登
録
番
号
 

 
 

 
 

 
 

様
 
 

 
 

 
 

 
 

様
 
 

 
 

 
 

 
 

様
 
 

 
 

税
額
 

 
 

税
額
 

 
 

税
額
 

年
 

月
 

分
  
 
百
 
十
 
万
 
千
 
百
 
十
 
円
 

年
 

月
 

分
  
 
百
十
 
万
 
千
 
百
 
十
 
円
 

年
 

月
 

分
  
 
百
十
 
万
 
千
 
百
 
十
 
円
 

年
 

月
 

分
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年
 

月
 

分
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年
 

月
 

分
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年
 

月
 

分
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年
 

月
 

分
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年
 

月
 

分
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

合
計
額
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

合
計
額
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

合
計
額
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

納
期
限
 

年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

納
期
限
 

年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

納
期
限
 

年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

上
記
の
と
お
り
領
収
し
ま
し
た
。
 

 
 郵
便
振
替
依
頼
書
 
払
出
口
座
番

号
 

 
 

上
記
の
と
お
り
領
収
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。
 

 
 

 
 

 
 

取
引
店
／
福
岡
銀
行
 

 

支
店
 

取
り
ま
と
め
郵
便
局
 

郵
便
局
 

郵
便
番
号
 

納
入
(付
)場
所
 

福
岡
県
指
定
金
融
機
関
 

福
岡
県
収
納
代
理
金
融
機
関
 

九
州
内
の
郵
便
局
（
沖
縄
県

を
除
く
）
 

福
岡
県
の
各
県
税
事
務
所
 

  
詳
し
く
は
第
２
紙
の
裏
面

を
御
覧
く
だ
さ
い
。
 

領
収
日
付
印
 

 
上
記
金
額
を
私
名
義
の
上
記

の
口
座
か
ら
払
い
出
し
、
納
入

(付
)し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
 

 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 
 

 
 

払
出
請
求
人
 

氏
名
 
 
 
 
 
印
 

 

領
収
日
付
印
 

 
  
 

 
 

領
収
日
付
印
 

     この納入(付)書は、三枚一組となっていますから力を入れて書き、切り離さずに提出してください。 

(裏
面
を
よ
く
お
読
み
く
だ
さ
い
。
) 
 
(納
税
者
交
付
用
)  
  
 

福
振
第
 
 
号
承
認
 
 
 
 
 
 
(金
融
機
関
保
管
用
)  
  
 

受
付
局
→
取
り
ま
と
め
局
→
加
入
者
 
(県
税
事
務
所
送
付
用
)  
 

 



第
十
七
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第
17号
様
式
(第
13条
関
係
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(第
1紙
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(第
2紙
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(第
3紙
) 

 
 

 
 

 
 

県
税
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
県
税
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
県
税
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
領

収
証

書
 

納
入
(付
)書
・
郵
便
振
替
依
頼
書
 

領
収
済
通
知
書
 

福
岡
公
 
番
 加
入
者
 福
岡
県
 
県
税
事
務
所
出
納
員
 

福
岡
公
 
番
 加
入
者
 福
岡
県
 
県
税
事
務
所
出
納
員
 

福
岡
公
 
番
 加
入
者
 福
岡
県
 
県
税
事
務
所
出
納
員
 

年
度
 

月
分
 
 
 

年
度
 

月
分
 
 
 

年
度
 

月
分
 
 
 

税
目
 

税
 
 
 

税
目
 

税
 
 
 

税
目
 

税
 
 
 

納
期

限
 

年
 
 
月
 
 
日
 

納
期

限
 

年
 
 
月
 
 
日
 

納
期

限
 

年
 
 
月
 
 
日
 

(住
所
・
氏
名
) 

第
 
 
 
 
号
 

(住
所
・
氏
名
) 

第
 
 
 
 
号
 

(住
所
・
氏
名
) 

第
 
 
 
 
号
 

(登
録
番
号
 
福
岡
 
久
留
米
 

北
九
州
 
筑
豊
 

様
 

 
－
 
 
 
 
 
 
) 

 
(登
録
番
号
 
福
岡
 
久
留
米
 

北
九
州
 
筑
豊
 

様
 

 
－
 
 
 
 
 
 
) 

 
(登
録
番
号
 
福
岡
 
久
留
米
 

北
九
州
 
筑
豊
 

様
 

 
－
 
 
 
 
 
 
) 

 
税

額
 
千
 
百
 
十
 
万
 
千
 
百
 
十
円
 

税
額
 
千
百
 
十
 
万
 
千
 
百
 
十
 
円
 

税
額
 
千
 
百
 
十
万
 
千
 
百
 
十
 
円
 

延
滞

金
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

延
滞

金
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

延
滞

金
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

加
算
金
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

加
算
金
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

加
算
金
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

加
算
金
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

加
算
金
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

加
算
金
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

滞
納
処
分
費
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

滞
納
処
分
費
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

滞
納
処
分
費
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

合
計

額
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

合
計

額
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

合
計

額
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

摘要 

 
 

摘要 

 
 

摘要 

 
 

郵
便
振
替
依
頼
書
 

 
上
記
の
と
お
り

領
収
し
ま
し
た
。
 

 
上
記
の
と
お
り
納

付
(入
)し
ま
す
。
 

 
上
記
の
と
お
り

領
収
し
た
の
で
通

知
し
ま
す
。
 

領
収
日
付
印
 

領
収
日
付
印
 

取
引
店
 

福
岡
銀
行
 

 
 
支
店
 

領
収
日
付
印
 

 
上
記
金
額
を
私
名
義
の
下

記
口
座
か
ら
払
い
出
し
、
納
付

(入
)し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

印
 
 
 

払
出
請
求
人
 

氏
名
 

 納
付
(入
)場
所
 

福
岡
県
指
定
金
融
機
関
 

福
岡
県
収
納
代
理
金
融
機
関
 

九
州
内
の
郵
便
局
（
沖
縄
県
を

除
く
）
 

福
岡
県
の
各
県
税
事
務
所
 

詳
し
く
は
第
２
紙
の
裏
面
を

御
覧
く
だ
さ
い
。
 

 
 

払
出
口

座
番
号
  
 

 
 

取
り
ま
と

め
郵
便
局
 

郵
便
局
 

(郵
便
番
号
 
 
)  

 

     この納付(入)書は、三枚一組となっていますから力を入れて書き、切り離さずに提出してください。 

(裏
面
を
よ
く
お
読
み
く
だ
さ
い
。
) 
 
(納
税
者
交
付
用
)  
  
 

(金
融
機
関
保
管
用
)  
  
 

(県
税
事
務
所
送
付
用
)  
 



第
十
七
号
の
三
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第
17号
の
３
様
式
(第
13条
関
係
)

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様
 

 
 

 
 

 
  
 

 
福
岡
県
 

納
入
済
通
知
書
 

 
 

 
 

 
 

1 c♯
 

82 
 
 

  
福
岡
県
 

納
付
書
 

 
福
岡
県
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
領
収
証
書
 

税
目
  
 

加
入
者
名
 福
岡
県
 

県
税
事
務
所
出
納
員
 

口
座

番
号
  
 

合
計

金
額
 

円
 

加
入
者
名
 

口
座
番
号
 福
岡
県
 
 
 
 
 
県
税
事
務
所
出
納
員
 
課
税
番
号
  
 

年
度
 

課
税
年
度
 

年
度
 

実
績
年
月
 
 
 

年
度
  
 

税
目
 3 

課
税

番
号
 5 
 
 
 
 
  
 
16 実

績
年
月
 17 

 
 
 
 
 
23 連

番
 24 

税
額
 

円
 

延
滞
金
額
 

円
 

 
 

調
定
事
由
 26 

CD 
28 

課
税

年
度
 29 

納
付

事
由
 32 

課
税
県
税
 33 

納
期
限
 

 
 

 

過
少
申
告

加
算
金
 

円
 
住

所
  
 

 
 

不
申
告

加
算
金
 

円
 

 
  
 

 
 

重
加
算
金

円
 

合
計
金
額

円
 

 氏
名
 

様
  
 

 
 税

額
35 
 
 
 
 
 
 
 
円
 

課
税
事
務
所
 

領
収
日
付
印
 

 
 

延
滞

金
46 
 
 
 
 
 
 
 
円
 福
岡
県
 
 
 
 
県
税
事
務
所
 

氏
名
 

 
様
 

過
少
申
告
加
算
金
57 

 
 
 
 
 
 
 
円
 

住
所
氏
名
 

税
額
 

円

不
申
告
加
算
金
68 
 
 
 
 
 
 
 
円
 

課
税
番
号
 

 
 

 
 

重
加

算
金
79 
 
 
 
 
 
 
 
円
 

課
税
事
務
所
 

領
収
日
付
印
 

延
滞

金
額
 

円
領
収
日
付
印
 

 
 合

計
金

額
90 
 
 
 
 
 
 
 
円
 〒
 

 
様
 

 
 

101 
 
  
 
 
106  

過
少
申
告
加
算
金
 

円

不
申
告
加
算
金
 

円

重
加

算
金
 

円

(県
税
事
務
所
送
付
用
) 

合
計

金
額
 

円
 
納

期
限
 

年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

 
 

 

福
岡

県
 

 
県
税
事
務
所
 

 
 

  

上
記
の
と
お
り
領
収
し
ま
し
た
。
 
  
 

 
 

 
取
引
店
 

 
上
記
金
額
を
受
領
し
た
の
で

通
知
し
ま
す
。
 

  
取
り
ま
と
め
局
 
〒
812―

8794  
 
福
岡
貯
金
事
務
セ
ン
タ
ー
 

 受
付
局
→
取
り
ま
と
め
局
→
加
入
者

(金
融
機
関
保
管
用
) 

納
付
場
所
は
裏
面
に
記
載
し
て
い
ま
す
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
(納
税
者
交
付
用
) 

 



第
十
八
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第
18号
様
式
(第
13条
関
係
)(第
1紙
) 

(第
2紙
) 

(第
3紙
) 

 
 

 
 

 
 

県
税
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
県
税
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
県
税
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
領
収
証
書
 

納
付
(入
)書
・
郵
便
振
替
依
頼
書
 

領
収
済
通
知
書
 

福
岡
公
 
番
 加
入
者
 福
岡
県
 
県
税
事
務
所
出
納
員
 

福
岡
公
 
番
 加
入
者
 福
岡
県
 
県
税
事
務
所
出
納
員
 

福
岡
公
 
番
 加
入
者
 福
岡
県
 
県
税
事
務
所
出
納
員
 

年
度
 

分
 

年
度
 

分
 

年
度
 

分
 

転
負
第
 
 
 
 号
 

税
 

転
負
第
 
 
 
 号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
税
 

転
負
第
 
 
 
 号
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
税
 

納付(入)者 

(住
所
) 

(氏
名
) 

様
 
 

納付(入)者 

(住
所
) 

(氏
名
) 

様
 
 

納付(入)者 

(住
所
) 

(氏
名
) 

様
 
 

滞納者 

(住
所
) 

(氏
名
) 

滞納者 

(住
所
) 

(氏
名
) 

滞納者 

(住
所
) 

(氏
名
) 

税
額
 
百
十
 
万
 
千
 
百
 
十
 
円
 

税
額
 
百
十
 
万
 
千
百
 
十
 
円
 

税
額
 
百
 
十
 
万
 
千
百
 
十
 
円
 

延
滞

金
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

延
滞

金
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

延
滞

金
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
加
算
金
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
加
算
金
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
加
算
金
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
加
算
金
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
加
算
金
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
加
算
金
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

合
計

額
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

合
計

額
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

合
計

額
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

納
期

限
 

年
 
 
月
 
 
日
 

納
期

限
 

年
 
 
月
 
 
日
 

納
期

限
 

年
 
 
月
 
 
日
 

郵
便
振
替
依
頼
書
 

 
上
記
の
と
お
り

領
収
し
ま
し
た
。
 

 
 

 
上
記
の
と
お
り
納

付
(入
)し
ま
す
。
 

 
 

 
上
記
の
と
お
り
領

収
し
た
の
で
通
知
し

ま
す
。
 

領
収
日
付
印
 

領
収
日
付
印
 

取
引
店
 
福
岡
銀
行
 支
店
 
領
収
日
付
印
 

 
上
記
金
額
を
私
名
義
の
下

記
口
座
か
ら
払
い
出
し
、
納
付

(入
)し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

払
出
請
求
人
 

氏
名
 
 
 
 
 
印
 

 納
付
(入
)場
所
 

 
福
岡
県
指
定
金
融
機
関
 

 
福
岡
県
収
納
代
理
金
融
機
関
 

 
 九
州
内
の
郵
便
局
（
沖
縄
県
 

   を
除
く
）
 

 
 福
岡
県
の
各
県
税
事
務
所
 

 
 詳
し
く
は
第
２
紙
の
裏
面
を
 

 御
覧
く
だ
さ
い
。
 

 
 

払
出
口
座

番
号
 

 
 

 
 

取
り
ま
と
め

郵
便

局
 

郵
便
局
 

 
 

(郵
便
番
号
 
)  

 

     この納付(入)書は、三枚一組となっていますから力を入れて書き、切り離さずに提出してください。 

(裏
面
を
よ
く
お
読
み
く
だ
さ
い
。
) 
(納
税
者
交
付
用
)  
  
 

(金
融
機
関
保
管
用
)  
  
 

(県
税
事
務
所
送
付
用
)  
 



第
三
十
四
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

� � � � ���������� �	� 
���� ��� ��
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第
34号
様
式
そ
の
１
(第
22条
関
係
)

(第
1紙
) 

(第
2紙
) 

(第
3紙
) 

 
 

県
税
 

納
付
書
・
郵
便
振
替
依
頼
書
 

 
県
税
 

納
入
済
通
知
書
 

 
 
 

 
 
 
自
動
車
税
 
 
 
 
 
 
督
促
状
 

 
 

C♯
82 

 
 
 

C♯
82 
 
 
 

口
座
 
 
 

口
座
 
 
 

 
 

加
入
者
 
福
岡
県
 
 
県
税
事
務
所
出
納
員
 

加
入
者
 
福
岡
県
 
 
県
税
事
務
所
出
納
員
 

課
税
年
度
 

調
定
事
由
 

自
動
車
登
録
番
号
 

 
税

目
 

税
目
コ
ー
ド
 
3 
 
 

 
 
税

目
 

税
目
コ
ー
ド
 
3 
 
 

 

年
度
 
 
 
 

 
 

税
額
(円
) 

延
滞
金
(円
) 

納
期

限
 

  

 

 
 
 
 
 
 
〒
 

 

 

 
 

 
 

年
 
月
 
日
 
 

 
 
 

様
 
 
年
度
 
 
 

様
 
 
 

登
録
番
号
 
 
 

登
録
番
号
 
 
 

16 
年
月
分
 
 
 

年
月
分
 
 
 

23 
 
 

 
 

34 
税

額
 
 
 
 
 

円
 

税
額
 
 
 
 
 

円
 
45 

延
滞
金
 

円
 

延
滞
金
 

円
 
56 

様
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

重
要
 

必
ず
開
封
し
、
内
容
を
ご
覧

下
さ
い
。
 

 
 
 
親
展
 

合
計
 
 
 
 
 

円
 

合
計
 
 
 
 
 

円
 
100 

納
期
限
 

年
 
月
 
日
 

 

納
期
限
 

年
 
月
 
日
 
 
 

郵
便
振
替
依
頼
書
 
払
出
口
座
番
号
 

  
上
記
の
金
額
を
至
急
納
め
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
本
書
は
、
 
月
 
日
現
在
納
税
の

確
認
が
で
き
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
作
成
し
て
お
り
ま
す
が
、
金
融
機
関
に
よ
っ
て

は
納
税
の
通
知
に
一
定
の
期
間
を
要
し
ま
す
。
本
書
を
受
け
取
ら
れ
る
前
に
既
に
納
め

ら
れ
て
い
る
場
合
は
行
き
違
い
で
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。
 

  
 
月
 
日
ま
で
に
完
納
さ
れ
な
い
と
き
は
、
財
産
差
押
え
の
処
分
を
受
け
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
 

 
な
お
、
地
方
税
法
第
163条

の
規
定
に
よ
り
、
税
額
に
延
滞
金
を
加
算
し
て
納
め
て
く

だ
さ
い
。
 

 
 
 
 
＊
こ
の
処
分
に
不
服
の
あ
る
場
合
は
裏
面
を
ご
覧
下
さ
い
。
 

 
 
 
 
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
福
岡
県
 
 
 
県
税
事
務
所
長
 

 
キ
リ
ト
リ
線
 

 

 
 

 

 
上
記
の
と
お
り
領
収
し
ま
し
た
の
で
通
知
し
ま

す
。
 

県税 

取
引
店
 
福
岡
銀
行
 
 
 
 
 
 
支
店
 

 
上
記
金
額
を
私
名
義
の
上
記
の
口
座
か
ら
払
い

出
し
て
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。
 
年
 
 
月
 
 
日
 
 

 
(送
付
先
あ
り
の
と
き
そ
の
住
所
を
出
力
) 

様
 

領
収
証
書
 

 下
記
の
と
お
り
領
収

し
ま
し
た
。
 

 
払
出
請
求
人
 

 
氏
名
 

印
 

 
取
り
ま

と
め
局
 

810―
8794 

 福
岡
貯
金
事
務
セ
ン
タ
ー
 

 

課
税
年
度
 
 
 

税
目
 
 
 

納
期
限
 

年
 
月
 
日
 

調
定
事
由
 
 
 

登
録
番
号
 
 
 

税
額
 

円
 

延
滞

金
 

円
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
福
岡
県
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
県
税
事
務
所
 

  
 
 
 
 
電
話
 

   
 
 

 
 

(金融機関保管用) 

領
収
日
付
印
 

106 

(県税事務所送付用) 

領
収
日
付
印
 

106 

 

合
計
 

円
 

 

領
収
日
付
印
 

 

矢
印
部
分
よ
り
ゆ
っ
く
り
は
が
し
て
ご
覧
下
さ
い
。
裏
面
の
開
封
方

法
も
ご
覧
下
さ
い
。
 

雨
等
に
よ
り
濡
れ
て
い
る
場
合
は
、
十
分
に
乾
か
し
て
か
ら
は
が
し

て
く
だ
さ
い
。
 

順
序
 
 2 

 
 

順
序
 
 1 

納
付
場
所
、
延
滞
金
に
つ
い
て
は
、
裏
面
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
 

福
振
第
 
 
号
承
認
 

 
 

 

(用
紙
 
縦
15.3cm、

横
10.3cm×

3連
) 
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第
34号
様
式
そ
の
２
(第
22条
関
係
)

(第
1紙
) 

 
(第
2紙
) 

 
(第
3紙
) 

 

 
 

県
税
 

納
付
書
・
郵
便
振
替
依
頼
書
 

 
県
税
 

納
入
済
通
知
書
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
税
 
 
 
 
 
 
督
促
状
 

 
 

C♯
82 

 
 
 

C♯
82 

 
 
 

口
座
 
 
 

口
座
 
 
 

 
 

加
入
者
 
福
岡
県
 
 
県
税
事
務
所
出
納
員
 

加
入
者
 
福
岡
県
 
 
県
税
事
務
所
出
納
員
 

課
税

年
度
 

調
定

事
由
 

課
税

番
号
 

 
税

目
 

税
目
コ
ー
ド
 
3 
 
 

 
 
税

目
 

税
目
コ
ー
ド
 
3 
 
 

 

年
度
 
 
 
 

 
 

税
額
(円
) 

延
滞

金
(円
) 

過
少
申
告
加
算
金
(円
) 

 

 

 
 
 
 
 
 
〒
 

 

 
 

法
律
に
よ
る
金
額
 
 
 

不
申
告
加
算
金
(円
) 

重
加
算
金
(円
) 

納
期

限
 

 
 

 

 
 

 
 

年
 
月
 
日
 
 

 

様
 
 
年
度
 
 
 

様
 
 
 

課
税
番
号
 
 
 

課
税
番
号
 
 
 

16 
年
月
分
 
 
 

年
月
分
 
 
 

23 
 
 

 
 

34 
税

額
 
 
 
 
 

円
 

税
額
 
 
 
 
 

円
 
45 

延
滞
金
 

円
 

延
滞
金
 

円
 
56 

様
 
 
 
 
 
 
 

 

 
過
少
申
告
加
算
金
 
 
 

過
少
申
告
加
算
金
 
 
 

不
申
告
加
算
金
 
 
 

不
申
告
加
算
金
 
 
 

重
加
算
金
 
 
 

重
加
算
金
 
 
 

 
 

 
 

重
要
 

必
ず
開
封
し
、
内
容
を
ご
覧

下
さ
い
。
 

 
 
 
親
展
 

合
計
 
 
 
 
 

円
 

合
計
 
 
 
 
 

円
 
100 

納
期
限
 

年
 
月
 
日
 

 

納
期
限
 

年
 
月
 
日
 
 
 

郵
便
振
替
依
頼
書
 
払
出
口
座
番
号
 

 
上
記
の
金
額
を
至
急
納
め
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
本
書
は
、
 
月
 
日
現
在
納
税
の

確
認
が
で
き
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
作
成
し
て
お
り
ま
す
が
、
金
融
機
関
に
よ
っ
て

は
納
税
の
通
知
に
一
定
の
期
間
を
要
し
ま
す
。
本
書
を
受
け
取
ら
れ
る
前
に
既
に
納
め

ら
れ
て
い
る
場
合
は
行
き
違
い
で
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。
 

  
 
月
 
日
ま
で
に
完
納
さ
れ
な
い
と
き
は
、
財
産
差
押
え
の
処
分
を
受
け
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
な
お
、
地
方
税
法
第
164条

の
規
定
に
よ
り
、
税
額
に
延
滞
金
を
加
算
し
て

納
め
て
く
だ
さ
い
。
＊
こ
の
処
分
に
不
服
の
あ
る
場
合
は
裏
面
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
 

   
 
 
 
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
福
岡
県
 
 
 
県
税
事
務
所
長
 

キ
リ
ト
リ
線
 

 

 
 

 

 
上
記
の
と
お
り
領
収
し
ま
し
た
の
で
通
知
し
ま

す
。
 

県税 

取
引
店
 
福
岡
銀
行
 
 
 
 
 
 
支
店
 

 
上
記
金
額
を
私
名
義
の
上
記
の
口
座
か
ら
払
い

出
し
て
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。
 
年
 
 
月
 
 
日
 
 

 
(送
付
先
あ
り
の
と
き
そ
の
住
所
を
出
力
) 

様
 

領
収
証
書
 

 下
記
の
と
お
り
領
収

し
ま
し
た
。
 

 
払
出
請
求
人
 

 
氏
名
 

印
 

 
取
り
ま

と
め
局
 

810―
8794 

 福
岡
貯
金
事
務
セ
ン
タ
ー
 

 

課
税
年
度
 
 
 

税
目
 
 
 

納
期
限
 

年
 
月
 
日
 

調
定
事
由
 
 
 

課
税
番
号
 
 
 

税
額
 

円
 

延
滞

金
 

円
 

過
少
申
告
加
算
金
 
 
 

不
申
告
加
算
金
 

 
 

 
 
 
 
福
岡
県
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
県
税
事
務
所
 

  
 
 
 
 
電
話
 

   
重
加
算
金
 

 
 

(金融機関保管用) 

領
収
日
付
印
 

106 

(県税事務所送付用) 

領
収
日
付
印
 

106 

 

合
計
 

円
 

 

領
収
日
付
印
 

 

矢
印
部
分
よ
り
ゆ
っ
く
り
は
が
し
て
ご
覧
下
さ
い
。
裏
面
の
開
封
方

法
も
ご
覧
下
さ
い
。
 

雨
等
に
よ
り
濡
れ
て
い
る
場
合
は
、
十
分
に
乾
か
し
て
か
ら
は
が
し

て
く
だ
さ
い
。
 

順
序
 

 2 
 
 

順
序
 

 1 

納
付
場
所
、
延
滞
金
に
つ
い
て
は
、
裏
面
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
 

福
振
第
 
 
号
承
認
 

 
 

 

(用
紙
 
縦
15.3cm、

横
10.3cm×

3連
)
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第34号様式その３ (第22条関係)

 
 
 
                様 
 
 
 

電話番号                
福岡県      県税事務所長     

督 促 状 
年  月  日        

年 度 調 定 事 由 法 人 番 号 
      

実 績 年 月 本書作成日 
  年  月  日  

 法人税割額 01 円 

 均 等 割 額 02 円 

 延 滞 金 03 円 

法
人
県
民
税    計 04 円 

 事 業 税 額 05 円 

  06 円 

  07 円 

  08 円 

 延 滞 金 09 円 

 過少申告加算金 10 円 

 不申告加算金 11 円 

 重 加 算 金 12 円 

   計 13 円 

法

人

事

業

税 
 合 計 14 円 

  
  

納期限 年  月  日   
     上記の金額を同封の納付書で納付してください。 
1 滞納処分 
  この督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納されないときは、財産差押えの処分を受け
ることになります。 
2 不服申立 
 (1) この処分に不服があるときは、この書面を受け取った日の翌日から起算して60日以内に行政不服審査法

第4条の規定により、福岡県知事に審査請求することができます。 
   なお、この審査請求書は、正、副2通を提出しなければなりませんが、なるべく所轄県税事務所長を経由

して提出することとしてください。 
 (2) この処分の取消しの訴えは、上記1の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができませ

ん。審査請求の裁決を経た後は、その裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6ヶ月以内に福岡県を被告
として(代表者は福岡県知事となります。)福岡地方裁判所にこの処分の取消しの訴えを提起することがで
きます。ただし、次の①から③までのいずれかに該当する場合には、審査請求に対する裁決を経ないで、
この処分の取消しの訴えを提起することができます。 

  ① 審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき。 
  ② 処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 
  ③ その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 
3 その他 
  上記の金額は作成日現在の滞納額です。 
  この税金について御不明な点があるときは県税事務所に問い合わせてください。 
  既に納められている場合は、行違いですのであしからず御了承ください。 
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第34号様式その４ (第22条関係)

 
 
 
 
                様 
 
 
 
 

電話番号             
福岡県    県税事務所長    

 
 
 
 

延滞金について 
 

年  月  日   

年 度 調 定 事 由 法 人 番 号 
      

  

事 業 年 度   

・  ・    

か
ら 

   ・  ・ 

  

  

延滞金 円 

既に納付した額 円 
県
民
税 差引未納額 円 

延滞金 円 

既に納付した額 円 

  
事
業
税 差引未納額 円 

  

   差引未納額を納付してください。 
 
   既に収められている場合は、行き違いですのであしからずご了承ください。 

(用紙 Ａ４)



第
三
十
六
号
の
四
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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� � � � ���������� �	� 
���� ��� ��

第
36号
の
４
様
式
(第
25条
の
２
関
係
)

(第
1紙
) 

(第
2紙
) 

(第
3紙
) 

1 
領
収
証
書
(債
権
取
立
等
用
) 
 
 
 
公
 
 

2 
納
付
(入
)書
(債
権
取
立
等
用
) 
 
 
 
公
 
 

3 
領
収
済
通
知
書
(債
権
取
立
等
用
) 
 
 
 
公
 
 

福
岡
県
 
 
 
 
 
県
税
事
務
所
出
納
員
 

福
岡
県
 
 
 
 
 
県
税
事
務
所
出
納
員
 

福
岡
県
 
 
 
 
 
県
税
事
務
所
出
納
員
 

第
三
債
務
者
等
 

(住
所
・
氏
名
) 

様
 
 

第
三
債
務
者
等
 

(住
所
・
氏
名
) 

様
 
 

第
三
債
務
者
等
 

(住
所
・
氏
名
) 

様
 
 

滞
納
者
 

(住
所
・
氏
名
) 

様
 
 

滞
納
者
 

(住
所
・
氏
名
) 

様
 
 

滞
納
者
 

(住
所
・
氏
名
) 

様
 
 

履
行
金
額
 

百
 
十
 
万
 
千
 
百
 
十
 

円
 

履
行
金
額
 

百
 
十
 
万
 
千
 
百
 
十
 

円
 

履
行
金
額
 

百
 
十
 
万
 
千
 
百
 
十
 

円
 

差
押
債
権
の
内
容
、
履
行
期
限
等
 

 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
 
第
 
 
 
号
で
差
し
押
え
た

下
記
預
金
の
払
戻
請
求
権
等
 

 
 
預
金
 
口
座
番
号
 
 
 
 
 
金
 
 
 
 
 
 
円
 

 履
行
期
限
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

差
押
債
権
の
内
容
、
履
行
期
限
等
 

 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
 
第
 
 
 
号
で
差
し
押
え
た

下
記
預
金
の
払
戻
請
求
権
等
 

 
 
預
金
 
口
座
番
号
 
 
 
 
 
金
 
 
 
 
 
 
円
 

 履
行
期
限
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

差
押
債
権
の
内
容
、
履
行
期
限
等
 

 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
 
第
 
 
 
号
で
差
し
押
え
た

下
記
預
金
の
払
戻
請
求
権
等
 

 
 
預
金
 
口
座
番
号
 
 
 
 
 
金
 
 
 
 
 
 
円
 

 履
行
期
限
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

上
記
の
と
お
り
領
収

し
ま
し
た
。
 

上
記
の
と
お
り
納

付
(入
)し
ま
す
。
 

上
記
の
と
お
り
領
収

し
ま
し
た
か
ら
通
知

し
ま
す
。
 

領
収
日
付
印
 

領
収
日
付
印
 

領
収
日
付
印
 

納
付
場
所
（
裏
面
参
照
）
 

福
岡
県
指
定
金
融
機
関
 

福
岡
県
指
定
代
理
金
融
機
関
 

福
岡
県
収
納
代
理
金
融
機
関
 

福
岡
県
の
各
県
税
事
務
所
 

取
引
店
 

 
 
福
岡
銀
行
 

 
 
 
 
 
 
 
 
支
店
 

取
引
店
 

 
 
福
岡
銀
行
 

 
 
 
 
 
 
 
 
支
店
 

 
 
歳
入
歳
出
外
現
金
 

「
保
証
金
そ
の
他
」
 

 
 

 
 
歳
入
歳
出
外
現
金
 

「
保
証
金
そ
の
他
」
 

 
 

 
 
歳
入
歳
出
外
現
金
 

「
保
証
金
そ
の
他
」
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

(第
三
債
務
者
等
交
付
用
) 
  
 

(金
融
機
関
保
管
用
) 
  
 

(県
税
事
務
所
送
付
用
) 
  

 
 

 
 



第
三
十
六
号
の
五
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

� � � � ���������� �	� 
���� �����
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第
36号
の
５
様
式
(第
25条
の
２
関
係
)

(第
1紙
) 

(第
2紙
) 

(第
3紙
) 

1 
領

収
証

書
 

公
 
 

2 
納
付
(納
入
)書
 

公
 
 

3 
領

収
済

通
知

書
 

公
 
 

福
岡
県
 
 
 
 
 
県
税
事
務
所
出
納
員
 

福
岡
県
 
 
 
 
 
県
税
事
務
所
出
納
員
 

福
岡
県
 
 
 
 
 
県
税
事
務
所
出
納
員
 

年
度
 

分
 

年
度
 

分
 

年
度
 

分
 

税
目
 

税
 

税
目
 

税
 

税
目
 

税
 

納
期

限
 

年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

納
期

限
 

年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

納
期

限
 

年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

(住
所
・
氏
名
) 

第
 
 
 
 
号
 

(住
所
・
氏
名
) 

第
 
 
 
 
号
 

(住
所
・
氏
名
) 

第
 
 
 
 
号
 

様
 
 
 
 

様
 
 
 
 

様
 
 
 
 

税
額
 
百
 
十
 
万
 
千
 
百
 
十
 
円
 

税
額
 
百
 
十
 
万
 
千
 
百
 
十
 
円
 

税
額
 
百
 
十
 
万
 
千
 
百
 
十
 
円
 

延
滞

金
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

延
滞

金
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

延
滞

金
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

加
算
金
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

加
算
金
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

加
算
金
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

加
算
金
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

加
算
金
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

加
算
金
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

滞
納
処
分
費
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

滞
納
処
分
費
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

滞
納
処
分
費
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

合
計

額
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

合
計

額
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

合
計

額
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

か
ら
の
受
託
徴
収
金
 
 

か
ら
の
受
託
徴
収
金
 
 

か
ら
の
受
託
徴
収
金
 
 

取
引
店
 

福
岡
銀
行
 
 
支
店
 

取
引
店
 

福
岡
銀
行
 
 
支
店
 

取
引
店
 

福
岡
銀
行
 
 
支
店
 

上
記
の
と
お
り
領
収
し

ま
し
た
。
 

上
記
の
と
お
り
領
収
し

た
の
で
、
通
知
し
ま

す
。
 

上
記
の
と
お
り
領
収
し

た
の
で
、
通
知
し
ま

す
。
 

領
収
日
付
印
 

領
収
日
付
印
 

領
収
日
付
印
 

納
付
場
所
(2枚

目
裏
面
参
照
) 

    
福
岡
県
指
定
金
融
機
関
 

 
福
岡
県
指
定
代
理
金
融
機
関
 

 
福
岡
県
収
納
代
理
金
融
機
関
 

 
福
岡
県
の
各
県
税
事
務
所
 

 
 

 
 

 
徴
収
金
  

 
歳
入
歳
出
外
現
金
 

「
保
証
金
そ
の
他
」
 

 
 

歳
入
歳
出
外
現
金
 

「
保
証
金
そ
の
他
」
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

    この納付(入)書は、三枚一組となっていますから力を入れて書き、切り離さずに提出してください。 

(裏
面
を
よ
く
お
読
み
く
だ
さ
い
。
)(納

税
者
交
付
用
) 

(金
融
機
関
保
管
用
) 
 

(県
税
事
務
所
送
付
用
) 
 



附

則

(
施
行
期
日)

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

経
過
措
置)

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
な
お
所
要
の
修
正
を
し

て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

福
岡
県
告
示
第
十
九
号

福
岡
県
が
施
工
す
る
建
設
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

(

平

成
六
年
八
月
福
岡
県
告
示
第
千
三
百
九
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
二
年
四

月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
二
年
一
月
四
日

福
岡
県
知
事

麻

生

渡

第
一
の
三
を
第
一
の
四
と
し
、
第
一
の
二
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

三

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律

(
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号)

第

二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員

(

以
下

｢

暴
力
団
員｣

と
い
う
。)

又
は
法
人
で
あ
っ
て
そ

の
役
員
が
暴
力
団
員
で
あ
る
も
の

� � � � ���������� �	� 
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